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き

明
・
清
時
代
の
不
在
地
主
的
・
寄
生
地
主
的
な
土
地
所
有
の
一
形
態
で
あ
る
寄
在
、
及
び
そ
の
所
有
者
た
る
寄
荘
戸
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま

①
 

で
に
も
賦
役
制
度
史
や
土
地
制
度
史
め
研
究
で
言
及
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
主
要
な
内
容
は
説
明
さ
れ
て
い
る
と
思
う
。
し
か
し
寄
荘
、
寄
荘
戸

に
つ
い
て
の
史
料
は
、
な
に
ぶ
ん
極
め
て
断
片
的
な
も
の
で
あ
り
、
明
清
時
代
を
通
じ
て
の
、
そ
の
全
笹
像
の
究
明
と
な
る
と
ほ
と
ん
ど
見
る



ベ
き
成
果
は
奉
げ
ら
れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
は
、
明
代
を
遁
じ
て
の
寄
荘
に
つ
い
て
、
な
に
が
し
か
の
事
買
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
明
末
清
初
の
大
土
地
所
有
の
展
開
・
郷
紳
的
土
地
所
有
の
形
成
と
い
っ
た
課
題
の
究
明
に
封
し
、
一
つ
の
前
提
・
具
躍
的
な
素
材
を
提

示
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
式
方
の
御
数
示
を
お
願
い
し
た
い
。

寄

荘

戸
、
の

設

定

1 

崎

零

戸

と

寄

荘

戸

洪
武
十
四
年
(
一
三
八
一
年
〉
、
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初
め
て
全
園
的
規
模
で
施
行
さ
れ
た
里
甲
制
の
編
成
原
則
に
関
わ
る
規
定
に
は
い
く
つ
か
の
不
備
な
黙
が
あ

こ
の
規
定
を
現
貫
に
遁
臆
さ
せ
よ
う
と
す
れ
ば
、
種
々
の
錯
誤
・
混
飽
を
生
じ
て
て
る
の
は
嘗
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

@
 

そ
こ
で
洪
武
二
十
四
年
の
第
二
回
目
の
責
朋
編
造
の
た
め
に
は
、
前
回
の
規
定
に
い
ろ
い
ろ
と
修
正
補
足
を
加
え
る
必
要
が
あ
っ
た
。
い
か
な

る
修
正
補
足
が
加
え
ら
れ
た
か
。
洪
武
十
四
年
の
里
甲
編
成
の
規
定
(
甲
)
と
、

a

洪
武
二
十
四
年
の
補
足
的
規
定
〈
乙
〉
を
奉
げ
て
み
よ
う
。

(
史
料
は
従
来
周
知
の
も
の
で
あ
る
が
、
本
稿
の
所
論
の
前
提
と
し
て
重
要
で
あ
る
の
で
敢
て
提
示
す
る
〉
。

)

ペ
凡
讃
浩
黄
冊
、
洪
武
十
四
年
天
下
府
州
眠
、
編
賦
役
黄
冊

)

(

丁

)

(

ナ

シ

〉

何
是
月
命
天
下
郡
勝
、
編
賦
役
黄
加
。
其
法
、
以
一
首
一
十
戸
魚
里
二
里
之
中
推
丁
糧
多
者
十
人
魚
之
長
。
飴
百
戸
震
十
甲
、
甲
九
十
人
。

(
ナ

シ
中

(

了

蚊

)

歳
役
里
長
一
人
甲
首
十
人
、
管
揖
一
里
之
事
。
城
中
日
坊
、
近
城
日
廟
、
郷
都
日
里
。
凡
十
年
一
周
、
先
後
則
各
以
丁
糧
多
寡
潟
次
。
毎

川
に
け
l
l
wド

I
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ー

ー
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l

(

ナ

里
編
魚
一
筋
、
加
之
首
綿
震
一
園
。
其
里
中
鯨
寡
孤
猫
不
任
役
者
、
則
帯
管
於
百
一
十
戸
之
外
、
而
列
於
園
後
、
名
目
崎
零
。
加
成
魚

シ
)

(

本

)

(

ナ

シ
)

(

序

)

(

本

)

@

四
本
、
一
以
準
戸
部
、
其
三
則
布
政
司
(
及
〉
府
(
州
)
鯨
各
留
其
一
駕
。
〈
『
明
質
録
』
洪
武
十
四
年
正
丹
の
篠〉

ω
凡
編
排
里
長
、
務
不
出
本
都
。
且
如
一
都
有
六
百
戸
、
勝
五
百
五
十
戸
、
編
篤
五
里
、
(
剰
|
判
到
利
用
叶
剣
淵
創
刊
附
制
劃
到
割
判
、

。

ー

l
i
l
i-
-
1
1
1
1
1
L
r
i
l
l
i
l
i
-
-ー

l
j
e
l
l
i
-
-
l
il
-
-
I
l
l
i
t
-
-
l
l
1
1
1
1
1
1

帯
管
嘗
差
、
不
許
賂
別
都
人
口
補
襲
。
其
崎
零
人
戸
、
許
勝
年
老
・
残
疾
・
弁
幼
少
十
歳
以
下
・
及
寡
婦
・
外
郡
寄
荘
人
戸
編
排
。

(
正
徳
『
大
明
曾
典
』
容
二
十
一
戸
部
、
戸
口
、
捜
造
黄
冊
に
載
る
洪
武
二
十
四
年
の
奏
准
の
一
項
)

っ
た
。

そ
の
結
果
、
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従
来
鶴
見
尚
一
胸
、
山
根
幸
対
雨
氏
に
よ
っ

て
指
摘
さ
れ
て
い
る
黙
は
、
第
一
に
、
甲
で
は

一
里
に
百
十
戸
以
外
の
除
剰
戸

(
正
確
に
は
賦

・
役
の
負
摺
が
あ
る
べ
き
と
さ
れ
る
戸
で
百
十
戸
以
外

の
戸
)
が
生
じ
た
場
合
に
つ
い
て
の
取
扱
い
を
規
定
し
て
い
な
か
っ
た
が
、

乙
で
は
そ
の
徐
剰
戸

(
鶴
見
氏
は
、
こ
の
戸
を
特
に
「
州
市管
戸
」
と
呼

右
の
洪
武
二
十
四
年
の
規
定
〈
乙
〉
が
、

十
四
年
の
規
定

(
甲
〉
を
内
容
的
に
補
っ
た
と
じ
て
、

定
し
た
崎
零
戸
吾
、

あ
る
。
但
し、

役
に
任
え
ざ
る
者
」
と
の
み
規

@
 

乙
で
は
よ
り
具
践
的
に

「
年
老
・

残
疾
・
幼
少
十
歳
以
下
・

寡
婦

・
外
郡
寄
証
人
戸
」
と
規
定
し
て
い
る
こ
と
、
な
ど
で

鶴
見
氏
は
(
山
根
氏
も
〉
第
一
の
貼
を
よ
り
重
視
し
て
い
る
。
鶴
見
氏
の
論
詮
の
手
続
き
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
ま
ず
、

洪
武

@
 

二
十
四
年
の
規
定
に
「
稽
管
戸
」
の
存
在
を
確
認
し
、
次
に
現
買
の
里
甲
編
成
を
各
地
の
地
方
志
の
記
述
で
調
べ
て
、
そ
こ
に
み
え
る
崎
零
戸

ぶ
)
の
存
在
を
確
認
し、

里
長
名
下
に
附
し
て
差
能
に
嘗
て
し
め
た
こ
と
、

第
二
に
、
甲
で
は
「
燃
寡
孤
濁、

な
る
も
の
に
は
「
稽
管
戸
」
を
含
む
崎
零
戸
の
考
え
方
(
つ
ま
り
百
十
戸
以
外
の
徐
剰
の
戸
を
附
零
戸
と
い
う
考
え
方
〉
が
あ
る
と
し
、
こ
の
「
稽
管

戸
」
を
含
む
晴
零
戸
こ
そ
が
里
甲
制
で
は
税
役
負
捨
の
補
助
者
・
代
行
者
と
し
て
設
定
さ
れ
て
お
り
、
里
甲
制
度
に
内
在
的
な
必
須
の
構
成
的

@
 

要
素
た
ら
し
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
と
理
解
し
た
。
な
お
、
鶴
見
氏
は
論
語
の
な
か
で
、

「燃
寡
孤
猫
に
し
て
役
に
任
え
ざ
る
者
」

甲

- 50-

の
傍
線
A
の
部
分
〉
こ
そ
が
本
来
の
崎
零
戸
で
あ
っ
て

「帯
管
戸」

(
乙
の
傍
線
B
の
部
分
〉
と
は
区
別
さ
れ
る
。
従

っ
て
乙
の
傍
線
C
の
部

分
が
本
来
の
崎
零
戸
の
具
盤
的
内
容
を
細
か
く
説
明
し
た
も
の
と
な
る
が
、
そ
こ
で
若
干
の
疑
問
が
生
じ
る
。

A
と
C
と
を
比
較
す
る
と
、
C

の
ハ
門
の
個
所
の
「
年
老
・

残
疾

・
幼
少
十
歳
以
下
・

寡
婦
」
な
る
も
の
が、

A
の

「
燃
寡
孤
濁
、
役
に
任
え
ざ
る
者
」
に
相
躍
す
る
こ
と
は
わ

C
の
白
の
「
外
郡
寄
荘
人
戸
」
が
な
ぜ
A
に
相
躍
す
る
の
か
、
こ
れ
は
た
だ
ち
に
は
わ
か
ら
な
い
。
寄
荘
戸
が
崎
零
戸
と
さ

か
る
。
し
か
し
、

れ
て
い
る
の
は
甚
だ
問
題
で
あ
り
、
検
討
を
要
す
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

ま
ず
、
寄
荘
戸
と
は
い
か
な
る
内
容
を
持
つ
も
の
か
、
ど
の
よ
う
な
負
措
を
制
度
的
に
受
け
て
い
た
も
の
か
を
若
干
の
史
料
で
考
え
て
み
よ

う同
正
徳
『
舎
典
』
巻
二
十
二
、
戸
部
、
賦
役
に
は
、

〈
洪
武
〉
二
十
四
年
、
令
寄
証
人
戸
、
除
里
甲
原
籍
排
定
鹿
役
、
其
雑
泥
差
役
、
皆
随
回
糧
贋
嘗
。



と
あ
り
、
寄
荘
戸
は
里
甲
ハ
な
い
し
星
甲
正
役
〉
を
原
籍
地
で
排
定
(
編
成
〉
し
謄
役
し
て
い
た
が
、

i

そ
の
上

• 

(
寄
在
国
土
の
)
田
糧
に
随
市
て
割
嘗
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
の
寄
荘
戸
は
、
他
の
州
鯨
に
原
籍
を
持
つ
戸
で
あ
っ
て
、

@
 

(
寄
荘
地
で
の
〉
雑
泥
差
役
が
皆

そ
こ
で
里
甲
正
役
に
あ
て
ら
れ
る
べ
き
階
層
で
あ
り
、
寄
荘
地
で
も
そ
の
土
地
所
有
に
臆
じ
て
雑
役
の
負
捨
を
受
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

制
『
明
貫
録
』
嘉
靖
三
十
九
年
十
月
戊
氏
の
僚
に
、
戸
部
向
書
高
耀
等
が
大
造
寅
般
の
事
宜
を
上
せ
ん
こ
と
を
議
し
た
と
あ
り
、
事
宜
の
一
項

一
。
毎
里
止
許
一
百
一
十
戸
。
人
戸
果
係
十
歳
以
下
、
或
年
老
・

残
疾

・
皐
丁
・

寡
婦
、
及
外
郡
寄
旺
納
棺
者
、
許
作
帯
管
崎
零
。

@
 

と
あ
り
、
ほ
ぼ
正
徳
曾
典
〈
乙
〉
の
規
定
が
踏
襲
さ
れ
て
い
る
が
、
「
外
郡
寄
荘
納
根
者
L

る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
こ
で
v
も

と
あ
っ
て
、

寄
荘
戸
は
納
粧
し
て
い

制
高
暦
『
上
元
鯨
志
』
各
一
干
二
、
華
文
志
、
大
名
守
挑
汝
循
の
『
寄
庄
九
』
は
、

夫
人
戸
嘗
以
版
籍
矯
定
、
寄
庄
自
有
本
籍
。
即
有
丁
嘗
附
於
本
籍
、
市
又
因
回
以
報
丁
、
是
一
身
而
二
役
失
。

と
述
べ
、
寄
庄
戸
の
丁
口
は
本
籍
地
(
の
糞
冊
〉
に
登
録
さ
れ
そ
こ
で
役
に
嘗
て
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

-

ω同
豚
志
巻
二
、
版
籍
志
に
よ
れ
ば
、

寄
庄
田
縦
千
畝
、
不
遇
戸
名
一
丁
。

- 51一

と
あ
り
、
寄
荘
戸
は
も
と
も
と
一
丁
し
か
申
告
し
て
い
な
か
っ
た
。

'制
正
徳
『
曾
典
』
巻
二
十
一
戸
部
、
戸
口
、
構
造
黄
加
の
景
泰
二
年
(
一
四
五
一
年
)
の
奏
准
に
は
、

凡
各
里
蓄
額
人
戸
、
除
故
絶
、
井
全
戸
充
軍
不
及
一
里
者
、
許
蹄
併
一
皇
賞
差
。
徐
剰
人
戸
、
震
附
近
外
里
鞍
園
編
造
、
不
許
寄
荘
。
若

有
詑
立
姓
名
者
、
許
首
告
改
正
。
其
有
自
願
買
興
本
慮
人
民
負
業
、
除
諮
寄
荘
戸
籍
者
、
聴
。
若
違
例
寄
荘
者
、
所
在
有
司
拘
問
、
団
地

入
官
。
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と
あ
り
、
明
初
よ
り
八
・
九
十
年
も
経
つ
と
、
里
の
統
陵
合
の
必
要
が
生
じ
た
。
そ
の
際
、
寄
荘
(
な
い
し
寄
荘
戸
〉
の
国
籍
・
戸
籍
を
作
る
こ
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と
は
許
さ
れ
ず
、
も
と
寄
荘
戸
で
あ
っ
た
も
の
は
本
島
の
住
民
に
賀
却
し
て
寄
荘
関
係
を
清
算
せ
よ
と
レ
う
も
の
で
あ
っ

た
。
こ
こ
で
も
寄
荘

戸
は
寄
荘
地
の
州
豚
に
戸
籍
を
持

つ
て
い
凶
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

以
上
の
刷
J
刷
の
各
史
料
の
レ
う
所
を
整
理
し
て
み
よ
う
。
①
容
証
戸
は
、
本
籍
(
原
籍
)
地
以
外
の
州
鯨
に
土
地
を
置
買
・
所
有
し
て
い

る
戸
で
あ
る
(
特
に
同
参
照
〉
。
②
寄
荘
戸
は
寄
荘
地
の
州
豚
で
濁
自
の
戸
籍
(
寄
妊
戸
籍
)
を
つ
く
h
J

た
(
凶
・

制
)
。
③
寄
荘
戸
は

一
丁
程
度
の

丁
数
絶
少
の
戸
で
あ
っ
た

(ω)。
④
寄
荘
戸
は
寄
荘
地
に
つ
い
て
田
糧
を
負
措
す
る
(
同
・
刷
)
ほ
か
、
そ
の
田
糧
に
慮
じ
た
雑
定
差
役
の
負

婚
を
受
け
た

(
同
〉
。
⑤
寄
妊
戸
の
丁

口
数
は
本
籍
地
で
登
録
さ
れ
(
叫
)
そ
こ
で
里
甲
正
役
の
負
措
を
受
け
た
(
同
)
。
⑤
外
郡
寄
荘
戸
を
崎
零

戸
に
入
れ
る
こ
と
は
、
十
六
世
紀
中
葉
の
嘉
靖
末
年
ま
で
綴
い
た
(
刷
〉
。

し
か
し
そ
の
間
寄
荘
戸
の
存
在
そ
の
も
の
が
禁
止
さ
れ
た
こ
と
が

あ
る
(
刷
〉
。

寄
荘
戸
を
右
の
よ
う
に
理
解
し
て
大
過
な
し
と
す
れ
ば

制
度
的
に
も
賦
・
役
(
但
し
雑
役
)
の
負
措
あ
り
と
。さ
れ
た
寄
荘
戸
を

「螺
寡
孤

- 52ー

濁
、
役
に
任
え
ざ
る
者
」
で
あ
る
と
す
る
に
は
無
理
が
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、

「
鰍
寡
孤
濁
」
と
「
役
に
任
え
ざ
る
者
」
と
は
分
離
さ
れ
た
別
の

二
者
で
あ
っ
て
「
寄
荘
戸
は
練
寡
孤
濁
に
は
入
る
が
役
に
任
え
ざ
る
者
に
は
入
ら
な
い
」
な
ど
と
断
言
で
き
る
か
、
あ
る
い
は
「
役
」
と
は
里

甲
正
役
の
み
を
言
う
の
で
あ
っ

て
雑
詑
差
役
は
「
役
」
と
は
言
わ
ぬ
と
言
い
切
れ
る
か、

の
場
合
は
話
は
別
で
あ
る
。
や
は
り
、
洪
武
十
四
年

の

規

定

す

る

崎

零

戸

と

洪

武

二

十

四

年

の

崎

零

戸

と

は

、

内

容

規

定

を

異

に
し
て
い
た
と
考
え
る
方
が
自
然
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
洪
武
二
十
四
年
規
定
の
崎
零
戸
に
も
年
老
・
残
疾
・
幼
少
十
歳
以
下
・

寡
婦
と
い
っ
た

(
「
鍛
寡
孤
獅
、
役
に
任
え
ざ
る
者
」
H
H
鶴
見
氏
の
い
う
本
来
の
附
零
戸
)

員
に
「
燃
寡
孤
猫
、
役
に
任
え
ざ
る
者
」
に
あ
た
る
も
の
が
あ
る
。
従
っ
て
、
洪
武
二
十
四
年
規
定
の
崎
零
戸
の
内
容
を
十
四
年
の
そ
れ
と
区

別
す
る
も
の
が
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
専
ら
寄
荘
戸
の
問
題
に
係
わ
る
。
寄
荘
戸
を
崎
零
戸
と
し
て
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
理
由
は
何
で

あ
ろ
う
か
。
た
だ
し
、
寄
荘
戸
が
、
径
役
負
捲
の
通
常
の
原
則
か
ら
し
て
、
崎
零
戸
に
入
れ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
は

な
い
。
そ
の
黙
の
理
由
な
ら
、
第
一
に
、
先
の
同

・
そ
の
他
の
史
料
が
言
う
ご
と
く
、
首
時
の
賦
・
役
科
汲
に
は
、
原
籍

・
原
額
主
義
が
採
ら

れ
、
他
の
州
鯨
に
原
籍
を
も
っ
寄
荘
戸
は
、
そ
の
原
籍
地
に
お
い
て
里
甲
正
役
を
負
措
し
た
の
で
あ
る
と
い
う
勲
、
第
二
に
、
先
の
仙
の
史
料



に
あ
る
よ
う
に
、
寄
荘
戸
の
丁
口
数
は
一
丁
程
度
の
丁
力
絶
少
の
戸
で
あ
っ
て
、
糧
が
い
く
ら
あ
っ
て
も
、

T
教
が
無
い
と
い
う
貼
、
な
ど
が

考
え
ら
れ
よ
う
。

蓋
し
、
寄
荘
戸
は
、
本
籍
地
以
外
の
他
州
鯨
に
お
け
る
不
在
地
主
で
あ
る
。
寄
荘
問
題
の
究
明
に
は
、

連
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

や
は
り
明
初
の
大
土
地
所
有
と
の
閥

2 

明
初
の
大
土
地
所
有
と
寄
妊

高
暦
|
崇
植
聞
の
断
江
嘉
輿
府
秀
水
鯨
の
人
、
展
天
府
漂
陽
豚
、
安
慶
府
太
湖
鯨
等
の
地
方
官
を
歴
任
し
た
徐
必
達
の
『
南
州
草
』
巻
三
奏

疏
《
賦
役
関
係
匠
軽
謹
申
蓋
臣
遁
均
之
議
、
乞
賜
採
揮
、
以
安
民
生
疏
》
(
寓
磨
四
十
年
正
月
二
十
二
日
)
に
、

其
法
論
戸
不
論
因
。
於
是
、
戸
均
因
不
均
、

丈
量
、
魚
魚
鱗
圃
mm。
田
各
蹄
都
而
人
従
之
。
田
多
者
跨
都
立
戸
、
謂
之
寄
庄
。
於
是
都
有
額
里
、
里
有
額
回
、

洪
武
十
四
年
、
編
賦
役
美
加
。

市
欺
隠
之
弊
萌
生
。

二
十
年
、

遺
園
子
生
武
淳
等
、
定
巨

田
均
而
弊
以
絶
。
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と
あ
り
、
洪
武
十
四
年
黄
加
を
造
っ

た
。
そ
の
法
は
戸

(
数
)
を
論
ず
る
だ
け
で
回
額
を
論
じ
な
か

っ
た
の
で
一
里
の
戸
数
が
均
し
く
て
も
回

数
は
不
均
と
な
り
、
ま
た
歎
隠
の
弊
が
生
じ
た
。
そ
こ
で
、
二
十
年
に
因
子
生
武
淳
等
を
遣
し
、
匿
を
定
め
て
丈
量
し
、
魚
鱗
圃
加
を
漏
ら
せ

⑬
 

た
。
そ
の
結
果
、
田
土
は
都
単
位
に
集
積
確
認
さ
れ
、
田
土
所
有
者
は
田
土
の
所
在
す
る
都
車
位
に
掌
握
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
従
っ
て
、

田
土
所
有
が
多
く
、
し
か
も
都
を
超
え
て
所
有
す
る
場
合
に
は
、
都
に
跨
が
っ
て
立
戸
す
る
場
合
が
生
じ
、
こ
れ
を
「
寄
庄
」
と
謂
っ
た
。
か

か
る
慮
置
の
結
果
、
一
都
に
は
一
定
の
里
、
一
里
に
は
一
定
面
積
の
回
土
額
(
従
っ
て
税
糧
額
)
が
設
定
さ
れ
た
と
い
う
。

さ
て
こ
こ
で
再
び
か
の
乙
の
史
料
(
正
徳
『
曾
典
』
巻
二
十
一
)
の
洪
武
二
十
四
年
の
規
定
を
み
よ
う
。

見
編
排
里
長
、
務
不
出
本
都
。

且
如
一

都
有
六
百
戸
、
賂
五
百
五
十
戸
、

編
震
五
里
、
剰
下
五
十
戸
、
分
汲
本
都
、
附
各
里
長
名
下
、
融
市

管
嘗
差
、
不
許
賂
別
都
人
口
補
腰
。

里
甲
を
編
成
す
る
地
域
的
限
界
が
都
で
あ
り
、
別
都
に
跨
が
っ
て
一
里
を
組
織
す
る
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
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⑮

⑫

 

か
も
原
額
原
籍
主
義
が
巌
し
く
守
ら
れ
、
勝
手
に
里
甲
を
更
え
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
。
従
っ
て
も
し
別
都
に
土
地
を
買
っ
た
場
合
、
そ
の

⑬
 

税
糧
は
そ
の
都
で
納
め
る
必
要
が
あ
る
か
ら
、
別
都
に
納
税
の
た
め
の
戸
リ
寄
荘
戸
を
立
て
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
寄
荘
国
土
を
寄
荘

地
の
州
鯨
が
把
握
す
る
蓋
帳
は
魚
鱗
園
加
で
あ
っ
た
。
な
お
附
言
す
れ
ば
、
寄
荘
戸
を
里
甲
制
の
正
規
の
メ
ン
バ
ー
マ
あ
る
正
管
戸
と
も
、
そ

の
補
助
者
で
あ
る
「
槽
管
戸
」
と
も
せ
ず
に
、
崎
零
戸
に
入
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
里
甲
制
の
正
規
な
成
員
か
ら
外
し
、
里
甲
村
落
内
の
混
凱

を
防
止
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
推
論
さ
れ
る
。

以
上
か
ら
、
寄
荘
(
戸
〉
は
洪
武
二
十
年
の
丈
量
と
魚
鱗
固
般
の
作
成
の
結
果
確
認
さ
れ
た
も
の
で
、

の
基
準
の
上
で
考
慮
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
が
洪
武
二
十
四
年
の
里
甲
編
成

寄
荘
戸
は
寄
荘
田
地
の
所
在
豚
に
戸
籍
の
な
い
も
の
、
も

っ
と
巌
密
に
言
え
ば
都
以
外
の
他
都
に
田
土
を
所
有
す
る
も
の
を
言
う
の
で
あ
る

が
、
か
か
る
不
在
地
主
的
土
地
所
有
の
矛
盾
を
露
呈
さ
せ
な
い
た
め
に
は
次
の
よ
う
な
前
提
が
必
要
と
な
ろ
う
。
そ
の
一
は
、
土
地
蓋
帳
で
あ

る
魚
鱗
固
加
が
現
買
の
土
地
所
有
聞
係
、
つ
ま
り
各
都
内
に
散
在
す
る
寄
荘
団
地
を
記
載
し
て
お
り
、
寄
荘
所
在
地
で
も
本
籍
地
で
も
そ
の
掌
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握
が
可
能
な
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
闘
し
て
徐
必
達
『
南
州
草
』
の
前
掲
部
の
績
き
に
は
、

自
魚
鱗
般
歳
久
漫
摘出
、
粂
弁
者
、
始
壌
国
不
過
都
之
制
。
而
頁
買
推
牧
者
、
相
率
以
田
従
人
。
於
是
額
里
不
改
、
額
田
大
懸
、
多
者
蹄
数

百
千
頃
、
而
少
者
不
満
数
十
百
敵
、
此
不
均
之
始
也
。

と
あ
り
、
魚
鱗
加
が
歳
久
し
く
漫
徳
に
な
っ
た
(
つ
ま
り
現
貨
を
正
し
く
把
揮
し
な
く
な
っ
た
)
結
果
、
粂
弁
の
大
土
地
所
有
が
は
じ
め
て
「
田
は

都
を
過
ぎ
ず
の
制
」
を
壊
し
、
土
地
買
買
に
よ
っ
て
所
有
名
儀
(
納
税
名
義
〉
が
別
都
里
に
移
動
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
結
果
、
里
甲
に
所
属
す

/

⑮
 

る
回
糧
に
も
懸
差
が
生
じ
た
と
い
う
。
次
に
第
二
は
、
康
照
『
秀
水
鯨
志
恒
巻
三
錯
壌
に
載
る
、
清
初
秀
水
の
人
王
庭
の
コ
二
一
勝
田
糧
問
答
」

界
内
其
好
之
地
、
隷
予
其
都
之
里
長
、
嘗
日
照
各
界
内
都
圏
糧
戸
珊
籍
分
涯
、
故
日
分
糧
也
。

@
 

と
あ
る
よ
う
に
、
各
都
圏
(
里
〉
の
国
土
は
里
長
(
及
び
糧
長
〉
の
掌
握
樺
限
内
に
お
か
れ
て
い
た
が
、
こ
の
里
長
の
掌
握
を
貫
現
可
能
に
す
る



も
の
は
、
里
長
(
及
び
糧
長
)
の
在
地
に
お
け
る
樺
力
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
里
長
・
糧
長
の
在
地
に
お
け
る
権
力
と
言
う
場
合
、
具
瞳

的
に
は
里
甲
制
鎧
制
下
に
お
け
る
在
地
の
土
地
用
盆
H
共
同
盟
規
制
の
掌
握
を
ま
ず
第
一
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
古

@

@

'
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島
和
雄
、
小
山
正
明
雨
氏
の
指
摘
が
参
考
に
な
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
明
の
前
牢
期
の
里
長
層
は
寄
荘
戸
ル
大
土
地
所
有
者
を
抑
制
す
る
僚
件

を
有
し
て
い
た
も
の
と
剣
断
さ
れ
よ
う
。
従
っ
て
里
長
・
糧
長
唐
の
在
地
に
お
け
る
擢
力
関
係
の
弱
瞳
化
お
よ
び
解
睦
は
、
寄
荘
を
め
ぐ
る
大

土
地
所
有
の
も
つ
矛
盾
を
顕
在
化
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
一
躍
は
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

寄
荘
の
矛
盾
の
蹟
大
と
賦
役
制
度
の
改
革

1 

寄
荘
を
め
ぐ
る
不
正
行
震
の
護
生

前
節
で
み
た
よ
う
に
、
景
泰
二
年
三
四
五
一
年
)
に
は
、
寄
荘
の
整
理
、
禁
止
に
閲
す
る
奏
准
(
正
徳
『
曾
典
』
袋
二
十
一
)
が
出
さ
れ
た
。

こ
こ
で
寄
妊
の
設
置
は
禁
止
さ
れ
た
が
、
禁
令
が
出
さ
れ
て
も
寄
荘
そ
れ
自
瞳
は
止
ま
な
か
っ
た
。
礁
の州
府
果
江
蘇
の
人
史
鑑
〈
宣
徳
九
〈
区
銀
)

|
弘
治
九
年
(
区
由
由
〉
〉
『
西
村
集
』
巻
六
割
《
革
姦
封
》
に
は
、

今
江
南
之
税
興
役
、
帰
天
下
最
。
吾
蘇
之
税
興
役
、
又
鯖
江
南
最
。
諸
凡
科
卒
調
遁
徴
護
、
必
覗
夫
田
之
多
寡
軽
重
、
市
第
其
則
駕
。
以

震
布
在
方
策
、
非
若
他
貨
財
可
蕗
掩
也
。
法
既
以
之
震
準
。
於
是
豪
務
者
盆
翫
法
鷲
。
俵
婦
女
老
弱
之
名
日
常
管
、
他
郡
別
邑
之
名
目
寄

荘
。
莫
不
多
占
良
田
、

徽
倖
兎
役
。
又
有
妄
立
名
字
、
以
析
多
矯
寡
、
以
舎
重
取
軽
、
奉
於
東
則
鼠
於
西
、
召
於
此
則
遜
於
彼
、
蔵
伏
委

曲
莫
容
致
詰
。
輔
相
数
習
、
好
偽
成
風
、
而
賊
民
謡
政
之
端
、
由
是
滋
尖

0

・j
i
-
-惟
我
監
郡
公
、
知
其
然
。

其
始
受
任
也
、

即
下
令

377 

日
、
凡
帯
管
戸
、
戸
田
十
畝
以
下
者
、
聴
。

蹄
此
数
者
悉
編
入
矯
正
額
。
有
不
編
者
罰
無
赦
。
九
寄
荘
戸
、
戸
籍
英
国
之
敷
於
官
、
官
即

牒
本
郡
。
若
邑
伸
召
役
者
有
所
徴
葉
。
有
不
籍
者
罰
無
赦
。
令
既
下
、
其
議
患
之
、
乃
相
率
賂
権
要
、
及
癖
土
所
以
遊
説
者
百
端
。
公
執

不
聴
、
盆
狗
行
郡
中
検
察
不
倦
。
由
是
姦
無
所
容
。
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明
の
中
頃
、
江
南
の
蘇
州
府
で
は
、

豪
滑
な
る
者
が
法
を
翫
び
、
婦
女
・
老
弱
の
名
を
恒
り
て
帯
管
戸
と
稀
し
た
り
、
他
府
・
蘇
の
人
戸
の

@
 

名
を
限
り
て
寄
荘
戸
と
稀
し、

多
く
の
回
土
を
所
有
し
て
兎
役
・
脱
税
を
は
か

っ
て
い
た
。
そ
こ
で
部
監
郡
は
税
役
の
不
均
等
を
防
ぐ
た
め
、

田
土
所
有
額
の
十
畝
以
下
の
も
の
の
み
を
幣
管
戸
と
し
、

寄
荘
戸
に

つ
レ
て
は
戸
ご
と
に
そ
の
国
土
面
積
を
官
に
籍
し
て
本
籍
地
の
府
豚
に
迭

附
し
(
寄
荘
の
質
在
を
確
認
さ
せ
)
た
。

こ
の
よ
う
な
庭
置
に
劉
し
不
正
者
は
権
豪
に
賂
し
て
何
や
か
や
と
劃
策
し
た
が
、

監
郡
は
断
乎
と
し
て

法
の
如
く
執
行
し
た
と
い
う
。
こ
こ
で
は
寄
荘
は
一
般
的
に
土
地
所
有
者
の
税
役
脆
菟
の
一
法
と
し
て
利
用
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
劃
す
る
昆

置
は
単
に
現
買
回
数
と
賦
役
黄
加
記
載
事
質
と
の
相
互
連
闘
の
確
認
の
み
に
移
っ
て
い
る
貼
が
注
目
さ
れ
る
。
つ
ま
り
後
に
み
る
ご
と
く
、
こ

こ
で
は
寄
荘
は
郷
紳
の
優
蒐
を
め
ぐ
る
不
正
と
は
結
び
つ
い
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
右
で
も
、
寄
荘
者
は
「
相
率
い
て
権
要
に

賂
し
」
と
あ
る
よ
う
に
、
何
ら
か
の
特
権
階
居
で
あ
る
権
要
者
と
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
が
、

さ
ら
に
こ
の
貼
に
つ
い
て
例

の
挑
汝
循
「
寄
庄
議
」
に
は

至
若
寄
圧
戸
、
則
人
非
版
籍
、
徒
以
国
産
置
在
各
里
市
得
名
者
也
。
其
人
或
矯
流
寓
、
或
繋
邦
封
、
此
等
通
天
下
皆
有
、
而
惟
南
都
第
最

多。

世一皿
南
有
三
十
六
街
、
及
各
街
門

・
欽
天
監

・
太
醤
院
等
役
、
文
四
方
流
寓
之
所
翠
葉
、
皆
得
置
買
回
土
、
故
覗
他
方
矯
多
。
然
此
寄
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庄
皆
富
室
、
乃
貧
民
之
所
依
、
可
有
而
不
可
無
者
也
。

と
あ
り
、
南
京
人
戸
に
寄
庄
が
多
い
理
由
と
し
て
、
南
京
衡
の
三
十
六
衡
の
軍
戸
関
係
、
南
京
六
部
・
六
科
以
下
の
街
門
、
及
び
欽
天
監
や
太

醤
院
等
の
諸
役
が
多
く
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
翠
げ
る
。
従
っ
て
、
寄
荘
の
設
置
者
は
単
な
る
大
土
地
所
有
者
や
富
室
な
ど
で
は
な
く
、

般
民
戸
と
は
異
な
り
官
僚
盟
系
の
ど
こ
か
に
位
置
す
る
階
酔
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
寄
荘
を
め
ぐ
っ
て
不
正
を
行
な
う
者
が
権
要
・
官
吏
と
結
ん
だ
り
、

ま
た
樺
要
官
吏
自
身
が
寄
荘
を
も
っ
て
い
る
場
合
も

あ
っ
て
、
な
か
な
か
そ
の
抑
制
は
難
し
い
。
差
し
首
り
そ
の
抑
制
の
方
法
と
し
て
は
、
先
の
史
鑑
の
言
に
み
え
た
よ
う
な
、
寄
荘
の
質
態
の
究

明
、
寄
荘
地
側
と
本
籍
地
側
と
の
連
絡
に
よ
る
寄
荘
の
貫
在
の
確
認
掌
握
も

一
つ
の
手
段
と
な
ろ
う
が
、
こ
う
じ
た
昆
置
も
現
貫
に
検
地
・
検

丁
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
単
に
土
地
蓋
帳
徴
税
蓋
帳
の
検
討
だ
け
に
移
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
蓋
帳
を
扱
う
混
同
吏
唐
と
結
ん
だ
不
正
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者
の
摘
設
は
容
易
で
は
な
い
。
そ
こ
で
寄
荘
に
劃
す
る
よ
り
確
買
な
慮
置
方
法
と
し
て
提
起
さ
れ
た
の
は
、

換
算
し
て
役
を
科
涯
せ
ん
と
す
る
方
法
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
か
の
挑
汝
循
「
寄
圧
議
」
に
、

今
議
者
動
欲
借
口
一
回
貧
民
、
而
途
抑
寄
圧
。
毎
至
審
編
、
凡
寄
圧
、
則
論
回
以
報
丁
口
。
夫
人
戸
嘗
以
版
籍
矯
定
、
寄
庄
各
自
有
本
籍、

即
有
丁
嘗
附
於
本
籍
。
市
又
因
回
以
報
丁
、
是
一
身
市
二
役
笑
。

@
 

と
あ
る
の
が
そ
の
一
例
で
あ
る
.。
げ
と
こ
ろ
が
挑
汝
循
は
、
そ
の
方
法
で
は
本
籍
で
の
質
丁
数
に
よ
る
役
の
負
措
と
国
土
の
換
算
さ
れ
た
丁
数
に

よ
る
役
の
負
措
と
で
、
一
身
二
役
に
結
果
す
る
と
言
っ
て
反
劃
す
る
。
従

っ
て
、
寄
荘
戸
の
よ
う
な
田
多
丁
少
者
の
場
合
、
福
役
の
科
汲
に
あ

田
額
を
丁
額
に
換
算
す
る
と
い
う
方
法
が
ど
れ
だ
け
現
質
化
し
た
か
は
分
ら
な
い
。
し
か
し
そ
の
改
革
の
意
園
は
役
法
改
革
の
中
に

寄
荘
戸
の
田
〈
糧
V

敷
を
丁
額
に

た
っ
て
、

纏
承
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。2 
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史
鑑
の
言
に
み
た
よ
う
な
、
第
三
者
が
他
の
府
豚
籍
の
人
士
に
土
地
を
寄
せ
て
寄
荘
戸
を
稿
す
る
場
合
に
な
る
と
、
い
わ
ゆ
る
「
詑
寄
」
と

匿
別
が
つ
か
な
い
。
明
中
期
以
後
国
土
に
劃
す
る
径
役
科
振
が
強
化
さ
れ
、
し
か
も
そ
れ
に
劃
し
官
吏
、
郷
紳
に
劃
す
る
兎
役
の
特
権
が
横
大

し
て
く
る
と
、
官
吏
・

郷
紳
は
特
権
を
悪
用
し
、
他
人
の
田
土
の
寄
託
を
う
け
、
絡
役
の
脱
兎
を
は
か
る
場
合
が
多
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
江

南
に
お
け
る
嘉
靖
期
以
後
の
寄
荘
(
戸
)
封
策
に
は
、
か
の
挑
汝
循
「
寄
圧
議
」
「
寄
旺
の
田
(
糧
〉
を
丁
に
換
算
し
て
寄
荘

に
み
た
よ
う
な

地
で
篠
役
を
わ
り
あ
て
る
」
と
い
う
方
法
に
止
ま
ら
ず
、

他
府
鯨
籍
の
郷
紳
〔
こ
れ
を
客
室
と
よ
ん
で
い
る
)

の
寄
荘
に
射
す
る
優
菟
の
扱
い
を

す
べ
き
で
な
い
と
い
う
議
論
が
重
視
さ
れ
て
き
て
い
る
。
十
段
法
に
お
け
る
寄
荘
針
策
か
ら
み
て
い
こ
う
。

@
 

小
山
正
明
氏
に
よ

っ
て
紹
介
分
析
さ
れ
た
南
直
隷
常
州
府
江
陰
豚
の

《優
兎
得
役
碑
》

ハ
嘉
婿
十
三
年
立
、
民
園
『
江
陰
豚
綴
士
宮
単
位
二
十
二
石
刻

記
二
、
明
、
所
牧
)
に
は
、

379 

又
其
間
有
優
菟
官
吏
之
例
、
必
須
査
考
十
年
之
内
本
官
舎
否
優
克
、
如
照
級
免
、過
一
年
、
除
年
不
得
回
目
菟
。
文
有
寄
荘
人
戸
、
或
冒
官
員
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職
名
者
、
倶
要
査
出
重
治
。
其
官
戸
亦
止
於
該
牒
該
年
田
内
優
兎
。
其
寄
荘
者
不
得
在
優
克
之
列
。
此
皆
奉
有
明
例
、
不
得
資
縁
私
情
、

致
使
良
普
受
累
。

と
あ
り
、
十
段
法
の
範
囲
内
で
は
あ
る
が
、
官
戸
の
優
兎
に
は
一
定
の
規
準
が
設
け
ら
れ
、
寄
荘
に
つ
い
て
は
、
寄
荘
者
に
は
官
戸
の
優
兎
は

適
用
さ
れ
な
い
と
い
う
。
ま
た
よ
く
知
ら
れ
た
十
段
法
の
史
料
で
あ
る
『
明
質
銀
』
嘉
靖
四
十
四
年
二
月
丁
丑
の
僚
に
は
、
巡
按
直
隷
御
史
温

如
湾
が
江
南
の
兵
食
を
議
慮
す
る
の
三
事
を
候
陳
し
て
、
そ
の
一
に

一
。
口
問
官
優
兎
太
濫
、
詑
寄
日
草
。
今
不
必
見
定
限
制
、
惟
倣
十
段
錦
知
之
法
行
之
。
:
:
:
郷
官
菟
田
、
十
年
之
内
止
克

一
年。

一
年
之

内
止
於
本
戸
。
其
除
子
戸、

不
許
一
築
混
濫
。

と
あ
り
、
ま
た
高
暦
『
禽
典
』
巻
二
十
、
戸
」部
、
賦
役
、

嘉
靖
四
十
四
年
の
議
准
に
は
、
温
如
踏
の
十
段
錦
加
法
を
あ
げ
る
が
、
右
の
貫
録
の

文
の
後
段
部
に
つ
い
て

郷
官
菟
回
、
十
年
之
内
止
兎

一年、
，
一
年
之
内
止
子
本
戸
。
寄
荘
田
畝
、
不
拘
同
府

・・
別
府
、
但
日
経
原
籍
優
兎
者
、
不
許
再
兎
。
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と
述
べ
、
郷
官
の
優
兎
に
つ
い
て
は
今
こ
こ
で
別
に
限
制
を
決
め
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
十
段
法
の
範
圏
内
で
優
兎
を
十
年
に

一
年
の
み
、
そ

の
一
年
分
も
木
戸
の
み
の
適
用
と
す
る
(
以
上
、
貫
録
、
食
胤
ハ
)
と
し
、
子
戸
に
劃
す
る
混
濫
H
濫
菟
は
許
さ
れ
ず
(
質
録
)
、
寄
荘
も
同
府

・
別

@
 

府
に
か
か
わ
ら
ず
己
に
原
籍
で
優
兎
の
適
用
を
受
け
た
も
の
は
再
兎
を
許
さ
れ
な
い
(曾
典
〉

と
あ
っ
て
、
い
ず
れ
も
寄
荘
戸
H
客
官
の
優
兎

の
制
限

・
底
止
を
俸
え
る
。
と
こ
ろ
で
、
郷
官
の
兎
田
に
つ
い
て
の
貫
録
・
曾
典
の
規
定
は
傍
線
部
の
み
を
異
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
違

い
は
規
定
す
る
封
象
が
全
く
別
々
の
事
柄
で
あ
る
か
ら
生
じ
た
も
の
と
み
る
こ
と
の
ほ
か
に
、
非
常
に
似
通
っ
た
む
し
ろ

一
世
と
し
て
捉
え
ら

る
べ
き
事
態
で
あ
る
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
見
方
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
嘗
時
は
、

一
族
子
戸
へ
の
濫
菟
と

寄
荘
へ
の
詑
寄
と
は
貿
質
に
お
い
て
同
質
の
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
小
山
氏
の
指
摘
の
ご
と
く
、
十
段
法
に
お
い
て
は
明
初
以
来
の
戸
数
原
則
〈
一
回
+
盲
十
戸
、

一甲
十
一
戸
)
に
よ
る
里
甲
編
成
方

そ
の
里
甲
編
成
に
お
け
る
寄
荘
戸
お
よ
び
崎
零
戸
の
扱
い
に

つ
い
て
は

『
明
貫
録
』
嘉
靖
三
十
九
年
十

式
は
維
持
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、



月
戊
戊
の
僚
の
戸
部
尚
書
高
煙
等
が
議
し
た
《
大
造
責
珊
事
宜
》
に
は
、

一
。
各
地
方
災
傷
相
継
、
往
往
籍
在
人
亡
、
而
所
司
腫
襲
嘗
弊
、
偽
増
戸
口
、
競
魚
十
年
一
替
、
英
中
或
三
甲
朋
役
或
次
甲
越
嘗
。
凡
諸

循
賦
一
葉
分
涯
、
民
日
貧
而
保
甲
日
虚
。
宜
令
援
都
稽
園
、
援
園
稽
戸
、
其
消
乏
人
丁
、
許
於

一
百
甲
首
戸
内
、
推
遁
丁
粧
多
者
補
充
。

若
一
百
一
十
戸
内
有
戸
絶
者
、
即
於
本
里
稽
管
崎
零

一
丁
以
上
、
或
新
析
人
丁
内
補
奏
。
若
邦
里
亦
無
人
、
方
許
以
人
戸
至
少
分
間
併
。

:
:
:
一
。
毎
里
止
許
一
百
一
十
戸
、
人
戸
果
係
十
歳
以
下
・
或
年
老
・
残
疾
・
軍
丁
・
寡
婦
・
及
外
郡
寄
荘
納
根
者
、
許
作
槽
管
晴
零
。

と
あ
り
、
里
甲
内
の
正
管
戸
に
依
員
が
生
じ
た
場
合
は
帯
管
崎
零
戸
(
の
一
丁
以
上
の
戸
)
か
ら
補
充
す
る
こ
と
、
そ
の
帯
管
崎
零
戸
と
は
具
盤

的
に
(
戸
首
の
)
十
歳
以
下
・
年
老
・
残
疾
・
単
丁
・
寡
婦
と
外
郡
寄
庄
戸
で
あ
る
と
い
っ
た
原
則
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
ご
く
一
部

を
除
け
ば
洪
武
二
十
四
年
の
規
定
と
全
く
同
内
容
の
も
の
で
あ
る
(
皐
丁
の
み
追
加
〉
。
従
っ
て
十
段
法
段
階
に
あ
っ
て
は
、
寄
荘
戸
を
崎
零

戸
に
入
れ
る
と
い
う
方
式
に
は
饗
更
の
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
よ
ラ
。

3 
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新
江
嘉
輿
府
海
瞳
厭
で
は
高
暦
九
年
に
均
田
均
役
が
始
ま
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
高
暦
光
年
か
ら
敢
え
て
三
回
目
の
編
審
で
あ
る
蔦
暦
二
十
九

年
の
、
知
賑
李
首
泰
の
「
事
宜
」
〈
天
啓
『
海
騒
麻
園
経
』
容
六
食
貨
篇
下
役
法
、
高
暦
二
十
九
年
の
傑
〉
の
前
文
に
、

先
是
、
前
般
国
外
牒
郷
紳
混
菟
、
田
額
不
充
、
勝
三
百
一
十
八
畝
、
愈
里
長
一
名
。
李
公
以
役
回
漸
減
、
非
均
甲
、
初
議
詳
允
外
鯨
郷
紳

一
葉
不
克
、
何
以
三
百
二
十
畝
震
役
回
定
額
、
勤
石
厭
門
永
守
。

と
あ
り
、
鯨
外
郷
紳
の
濫
兎
〈
従
っ
て
寄
荘
)
に
よ
っ
て
一
旦
長
戸
を
選
ぶ
役
回
(
従
来
は
三
百
二
十
畝
〉
に
不
足
を
来
し
、
三
百
十
八
畝
で
里
長

そ
こ
で
李
知
豚
は
、
従
来
認
め
ら
れ
て
い
た
外
照
郷
紳
の
優
兎
を
一
切
禁
止
し
た
。
す
な

一
名
(
一
甲
〉
を
余
充
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
。

わ
ち
「
事
宜
」
第
四
僚
に
は
、

一
。
外
掛
土
夫
、
彼
慮
自
有
優
菟
、
味
得
混
入
本
豚
緒
紳
、

一
葉
町
ハ
リ
濫
〉
菟
。
即
有
田
産
原
隷
本
鯨
国
籍
、

一
鐙
嘗
差
。

381 
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と
あ
る
。
な
お
そ
の
後
の
天
啓
六
年
編
審
の
際
に
、
知
豚
焚
維
城
が
作
成
し
た

「編
審
事
宜
」
に
は
、

一
。
外
豚
郷
官
寄
庄
、
蓄
不
優
兎
。
如
民
有
買
本
豚
団
地
者
、
以
的
名
起
戸
、
興
民

一
段
嘗
差
。
錐
怨
不
避
。

と
述
べ
る
。
外
腕
郷
紳
の
寄
庄
に
つ
い
て
は
従
来
か
ら
優
兎
は
な
い
と
言
う
だ
け
で
十
分
な
も
の
を
、
次
に
わ
ざ
わ
ざ
「
も
し
員
に
本
牒
の
田

地
を
買
っ
た
場
合
に
は
、
質
姓
名
で
戸
を
立
て
る
こ
と
と
し
庶
民
と
一
践
に
役
に
つ
け
る
。
怨
あ
り
と
雌
も
避
け
ず
」
と
つ
け
加
え
て
い
る
。

」れ
は
、

外
照
郷
官
の
寄
庄
問
題
、
が
解
決
し
て
い
な

い
か

さ
も
な
け
れ
ば
郷
内
郷
紳
向
け
の
政
治
的
瑳
言
で
あ
る
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
ろ

ぅ
。
あ
る
い
は
両
者
と
も
に
関
係
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

い
ず
れ
に
し
て
も
こ
こ
で
は
、
知
豚
が
寄
荘
を
抑
制
す
る
の
は
難
し
い
問
題
で

あ
り
、
そ
れ
に
劃
す
る
決
意
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

海
瞳
豚
以
外
の
府
豚
に
つ
い
て
み
よ
う
。
ま
ず
嘉
輿
府
附
郭
の
嘉
輿
秀
水
雨
豚
並
び
に
嘉
善
豚
に

つ
い
て
み
る
。

嘉
善
豚
で
は
、
市
内
麿
|
崇
頑
時
期
の
嘉
善
の
郷
紳
、
陳
龍
正
は

『
幾
亭
全
書
』
巻
二
十
七
、
政
書
、
郷地帯
五
「
辛
未
均
役
僚
議
迭
奈
培
自

邑
隼
|
」
の
内

《
一
議
清
隠
匿
花
分
詑
寄
》
の
僚
に

い
う
。

寓
暦
辛
亥
、
値
大
造
、
宜
輿
徐
疾
初
部
任
、
治
甚
巌
明
。
紳
砲
因
不
満
克
額
者
皆
不
敢
受
宏
司。
聞
其
時
、

除
優
菟
外
、
官
固
充
里
長
者
、

僅
二
百
人、

益
民
九
而
官

一
。
至
辛
酉
、
則
官
固
四
百
名
失
。
華
民
四
而
官

一
。
今
加
漸
及
七
百
名
。

是
民
二
而
官

一、

此
皆
明
許
受
寄

之
浸
洛
也
。
官
闘
之
中
、
客
官
居
三
之

一u

霊
邑
紳
所
不
肯
寄
則
好
富
之
民
、
又
詑
托
客
官
名
下
、
以
故
民
国
益
少
。
欲
除
此
弊
、
其
道

何
訴。

千
簿
寓
算
、
不
如
一
法
。
但
使
答
者
無
盆
、
即
不
禁
自
止
失。

凡
邑
紳
兎
額
之
外
、
悉
照
民
国
狐
役
。
客
官
原
無
兎
例、

盆
不
必

言
。
惟
此
直
裁
穏
賞
、
且
使
紳
抱
戸
田
、
果
有
不
足
於
兎
額
者
、
獣
聴
周
全
、
不
窮
其
隠
。
但
抑
其
額
外
之
濫
寄
、
不
亦
情
法
雨
量
乎
。
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右
で
の
客
観
的
な
事
買
は
、
高
暦
辛
亥
さ
干
九
年
、

一
六
二
年
)
、
辛
酉
(
天
啓
元
年
、

二
ハ
一
二
年
)、
今
(
辛
未
リ
崇
顧
四
年
、

二
ハ
一
一
二
年
)

と
経
過
し
た
二
十
年
間
に
、
官
園
の
数
が
増
大
し
民
国
が
減
少
し
て
お
り
、
そ
れ
は
明
ら
か
に
民
戸
が
官
戸
と
詑

つ
て
の
詑
寄
に
よ
る
も
の
で

そ
の
理
由
に
つ
い
て
の
陳
龍
正
の
判
断
は
、
邑
紳
(
嘉
善
郷
紳
)
は
断
じ
て
詑
寄
を
受
け
入
れ
て
お
ら
ず
、

て
客
官
の
仕
業
で
あ
る
と
決
め
つ
け
る
。
可
凡
そ
口
巴
紳
の
克
額
の
外
は
、
悉
く
民
固
に
照
し
て
汲
役
す
べ
き
で
あ
る
。
客
官
に
は
原
と
(
本
来
〉

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

全



兎
例
は
無
い
の
だ
か
ら
、
さ
ら
に
言
及
す
る
必
要
は
な
い
。
」
と
述
べ
る
と
こ
ろ
な
ど
は
客
官
に
劃
す
る
感
情
的
な
護
言
と
も
と
れ
る
。
買
は
、

@
 

嘗
時
、
嘉
善
と
嘉
輿
・
秀
水
南
鯨
と
は
い
わ
ゆ
る
飯
田
の
争
い
の
最
中
で
あ
り
、
陳
龍
正
は
寓
暦
末
|
崇
繭
間
で
の
嘉
善
側
の
論
客
で
あ
り
、

嘉
善
の
利
害
を
露
骨
に
額
わ
す
護
言
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
陳
が
言
う
客
官
と
は
、
具
佳
的
に
は
嘉
輿

・
秀
水
雨
燃
の
郷
紳
を
指
す
と
考

え
ら
れ
る
。
な
お
、
右
の
時
黙
で
は
、
嘉
善
照
で
は
客
官
の
優
兎
は
認
め
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

嘉
善
側
の
主
張
に
射
す
る
嘉
興
、
秀
水
雨
鯨
側
の
反
論
と
し
て
、
秀
水
鯨
の
郷
官
徐
必
達
は
い
う
。

《
賦
役
係
議
)
V
U

(
『
南
州
草
』
容
十
、
公
移
、
梓
理
、
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再
照
、
寄
庄
者
、
例
不
菟
。
但
雨
豚
居
祉
相
錯
、
合
聴
告
明
移
文
曾
免
、
必
原
籍
少
兎
若
干
、
方
許
附
籍
創
兎
若
干
。
止
許
足
数
、
母
得

加
多
。
其
府
属
外
鯨
移
居
者
、
倣
此
。
非
員
移
居
、
及
不
係
府
属
者
、
皆
輿
湾
民
一
種
論
。
伏
乞
上
裁
。

@

4
 

寄
庄
は
例
と
し
て
優
菟
さ
れ
な
い
が
、
雨
鯨
(
こ
こ
で
は
嘉
輿
・
秀
水
雨
豚
と
嘉
善
豚
)
の
場
合
は
住
居
が
相
錯
し
て
い
る
か
ら
(
外
豚
寄
庄
も
岡

田
脚
内
所
有
地
と
同
じ
扱
い
に
し
て
)
雨
瞬
間
で
照
禽
・
確
認
の
上
、
原
籍
地
で
の
優
菟
が
少
額
の
場
合
〈
そ
の
他
優
菟
の
定
額
分
ま
で
)
附
籍
地
で
の

兎
額
を
!認
め
る
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
同
じ
府
属
の
外
の
牒
の
場
合
も
、
居
を
移
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
ら
同
じ
扱
い
と
す
る
。
と
い

う
よ
う
に
、
嘉
輿
府
の
麗
鯨
の
置
か
れ
た
特
殊
事
情
を
考
慮
し
て
、
寄
庄
(
客
官
)
に
も
優
菟
の
扱
い
を
せ
よ
と
主
張
す
る
。
な
お
、
漬
島
敦

@
 

俊
氏
に
よ
れ
ば
嘉
輿
鯨
で
は
明
末
崇
顧
十
四
年
嘗
時
で
も
客
官
の
優
免
は
認
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。

他
の
府
照
に
移
ろ
う
。
南
直
隷
の
蘇
州
・
松
江
・
常
州
の
三
府
で
は
、
高
暦
二
十
年
代
か
ら
三
十
年
代
に
、
祈
江
と
は
か
な
り
態
様
を
異
に

し
て
は
い
る
が
、
や
は
り
均
回
均
役
が
施
行
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

蘇
州
府
間
夫
江
豚
で
は
寓
暦
二
十
九
年
着
任
の
知
照
劉
時
俊
が
均
田
之
法

を
施
行
し
た
。
清
初
、
三
臭
の
均
田
均
役
の
範
例
と
な
る
べ
き
も
の
と
じ
て
『
治
安
文
献
』
巻
二
絡
役
部
、
候
格
に
牧
録
さ
れ
た
劉
勿
所
(
誇

時
俊
)
《
均
役
之
法
》
は
、

「立
畑
門
茄
」

l
花
分
・
詑
寄
等
の
不
正
の
防
止
の
た
め

一
汗
単
位
の
戸
加
を
好
長
に
造
ら
せ
る
|
、
「
議
貼
役
」

|
役
を
田
そ
の
も
の
に
直
接
に
割
り
つ
け
る
、
貼
田
・
貼
銀
と
一
健
を
な
す
1

、
「
議
優
蒐
」
、
「
塘
長
八
十
四
名
い
の
四
項
目
を
内
容
と
す
る
。

「
議
優
兎
」
で
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
郷
紳
と
は
何
か
、
郷
紳
の
優
兎
の
持
つ
意
味
を
考
え
る
上
で
参
考
に
な
る
の
で
少
し
長
く
引
用
す
る
。 事

""ー・J且
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花
分
之
弊
、
或
可
清
其
七
八
失
。
詑
寄
之
難
子
清
査
者
、
以
受
寄
係
緒
紳
之
家
故
也
。
然
繕
紳
先
生
、
宣
必
欲
私
庇
親
族
、
偏
累
同
郷
向

井
之
貧
民
。
所
属
間
有
受
守
者
、
加
熱
如
親
戚
相
強
。
情
不
忍
恕
、
難
子
峻
拒
也
。
本
照

一
探
清
之
。
而
且
清
之
子
既
議
貼
役
之
後
、
立
法

設
禁
。
前
引
後
脇
、
鱈
紳
始
得
以
自
解
於
親
故
、
或
本
戸
自
清
推
出、

或
寄
田
者
改
正
告
牧
。
:
:
:
第
鱈
紳
能
酔
子
今
日、

其
親
故
人
等
、

難
免
不
求
容
子
他
時
。
若
不
劃
一
定
之
規
、
而
梢
筋
限
制
、
不
二
年
間
、
誌
寄
附
装
、
猶
之
背
耳
。
今
侶
限
畝
優
克
之
議
、

結
紳
折
然
繁

従
、
曾
無
阻
録
。
其
間
稿
不
使
者
、
第
限
外
除
田、

若

一
健
裁
編
、
輿
斉
民
間
役
、
恐
亦
不
宜
。

蓋
庶
人
往
役
、
自
古
震
然
。
依
然
絹
紳

之
家
、
下
興
小
民
交
管
共
役
、
臨
統
謂
何、

一
不
便
也
。
且
緒
紳
既
無
往
役
之
位
、
子
弟
文
少
習
事
之
人
。
勢
必
託
之
知
数
家
人
。
此
輩

舞
智
弄
好
、
勢
所
必
至
。

花
開
浪
費
、
何
従
指
患
。
公
痩
私
肥
、
而
胎
絹
紳
無
窮
之
累
、
二
不
便
也
。
知
数
有
勢
可
恵
、
其
黛
更
働
。
身

既
賞
役
、
復
伏
官
勢
以
干
渉
小
民
。
恐
方
木
方
肉
之
害
、
小
民
不
克
、
三
不
便
也
。

郷
紳
の
優
克
の
限
制
を
行
っ
た
が
、

一
定
の
規
制
を
劃
さ
ず
、

ゆ
る
い
限
制
で
あ
っ

た
の
で
二
年
な
ら
ず
し
て
詑
寄

・
附
装
(
寄
荘
〉
は
昔

の
議
を
伺
え
て
も
紹
紳
は
欣
ん
で
従
う
。
た
だ
し
優
菟
制
限
額
以
上
の
齢
回
は

一
位
編
審

「
不
便
」
と
い
う
。
そ
の
理
由
は
、
第

一
に
、

役
は
庶
民
が
往
く
べ
、
き
も
の
で
、
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の
如
し
で
あ
る
。

「限
畝
優
菟
」

(
優
菟
の
限
制
)

し
、
商
民
と
同
じ
く
役
す
と
な
る
と
(
郷
紳
は
〉

庶
民

・
郷

紳
を
同
じ
く
役
す
る
こ
と
は

「
睦
統

L
H
一
郷
の
政
治
的

・
身
分
的

・
躍
的
秩
序
を
破
壊
す
る
こ
と
に
な
る
。
第
二
に
、
鱈
紳

一
族
に
は
貫
役

@
 

に
つ
く
準
備
が
な
く
、
勢
い
知
数
家
人
を
代
役
さ
せ
る
が
、
こ
れ
ら
は
不
法
を
働
き
自
分
達
の
懐
を
肥
や
す
だ
け
で
、

結
局
た
め
に

な
ら
な

と
あ
り
、

役
が
移
っ
て
も
官
の
擢
勢
を
か
さ
に
き
て
、
小
民
を
強
索
し
て
小
民
の
害
に
な
っ
て
い
る
と
い

う
。
以
上
の
諸
貼
は
単
に
郷
紳
の
自
己
主
張

・
自
己
捧
解
で
あ
る
と
し
て
済
む
問
題
で
は
な
く
、
官
と
し
て
も
何
ら
か
の
貼
で
慮
置
せ
ざ
る
を

え
な
い
課
題
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
に
郷
内
郷
紳
の
優
菟
の
限
制
は
非
常
な
難
問
題
で
あ

っ
た
が
、
郷
外
の
客
官
に
つ
レ
て
は
、

又
如
寄
接
客
官
、
既
優
子
本
地
、
似
不
麿
重
兎
子
異
照
、
即

一
興
推
出
嘗
役
、
不
得
虚
装
戸
名
、
以
濫
優
菟
。

い
と
も
簡
単
に
、
寄
装
(
寄
荘
)
客
官
に

つ
い
て
は
本
地
で
優
兎
さ
れ
て
お
り
、

お
し
な
べ
て
推
出
し
編
役
す
る
と
い
う
。

異
鯨
に
お
い
て
重
ね
て
菟
ず
る
わ
け
に
は
い
か
な

い
。
第
三
に
、

そ
れ
の
み
で
な
く
知
数
は
、

い
の
で
、



以
上
が
一臭
江
蘇
の
事
例
で
あ
る
が
、
ま
さ
に
改
革
の
側
と
郷
紳
屠
と
の
鍔
迫
合
は
織
烈
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
一
旦
を
何
畝
と
す
る
こ
と
も
、

一
甲
を
い
く
ら
に
す
る
こ
と
も
み
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
照
田
波
役
と
郷
紳
の
優
克
の
限
制
と
を
極
め
て
慎
重
に
進
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か

り
、
均
回
均
役
法
の
施
行
は
確
賓
な
の
で
あ
る

0

8

均
田
均
役
法
に
お
け
る
里
甲
制
で
は
、
先
の
十
段
法
ま
で
の
里
甲
制
の
よ
う
に
、
一
里
H
百
十
戸
、
一
甲
H
十
一
戸
と
い
う
戸
数
原
則
が
里

甲
編
成
の
基
準
で
は
な
く
、
一
旦
・
一
甲
を
何
畝
と
す
る
と
い
う
よ
う
に
田
土
額
が
里
甲
編
成
の
基
準
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
丁
敷
の
多
寡
は

問
題
と
さ
れ
ず
、
田
土
額
の
み
が
揺
役
科
涯
の
基
準
で
あ

っ
た
。
な
お
そ
の
際
、
田
土
額
は
戸
単
位
に
合
算
集
計
し
た
総
額
を
指
す
も
の
と
な

@
 

つ
‘
た
結
果
、
寄
荘
戸
は
寄
荘
地
で
崎
零
戸
に
入
れ
ら
れ
て
、

一
般
の
土
地
所
有
者
と
匿
別
さ
れ
る
必
要
は
な
く
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
十
段
法
・
均
回
均
役
法
に
あ
っ
て
は
郷
紳
の
優
菟
の
限
制
が
大
き
く
意
因
さ
れ
る
。
そ
の
際
、
寄
圧
、
客
官
国
土
に
射
す
る
優

菟
の
取
扱
い
の
停
止
が
、

優
菟
の
限
制
(
さ
ら
に
は
駿
止
に
向
っ
て
)
の
第
一

段
階
と
な
っ

た
こ
と
は
上
述
の
ご
と
く
で
あ
る
。
優
菟
の
限
制
に

@
 

は
難
色
を
示
す
郷
紳
層
も
、
寄
荘
・
客
官
の
優
兎
底
止
に
つ
い
て
は
表
向
き
異
論
は
な
い
。
そ
れ
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
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明
末
清
初
の
寄
妊
戸
と
そ
の
土
地
所
有
構
造
の
特
質

明
末
の
寄
荘
の
形
態
を
も
う
一
度
確
認
し
て
お
こ
う
。
高
暦
『
上
元
鯨
士
山
』
巻
二
版
籍
、
戸
口
は
「
園
初
、
里
甲
は
什
に
九
、
坊
廟
は
什
に

て
本
田
は
什
に
九
、
寄
庄
は
什
に
一
な
り
。
其
の
後
、
田
賦
日
に
増
し
、
田
債
日
に
滅
ず
。
細
戸
支
え
ず
、
悉
く
城
中
に
曹、
ぎ
、
而
し
て
寄

@

@
 

庄
滋
多
し
。
」
と
い
う
。
こ
こ
で
の
寄
庄
所
有
者
は
、
北
村
敬
直
氏
の
い
う
「
城
居
地
主
」
と
同
義
の
よ
う
で
あ
る
。
，
し
か
し
、
寄
圧
所
有
者

が
単
な
る
「
城
居
地
主
」
で
な
く
、
官
僚
や
郷
紳
が
中
心
で
あ
っ
た
こ
と
は
衣
の
事
例
で
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
ず
、
か
の
挑
汝
循
「
寄
庄
議
」

及
び
各
街
門
・
欽
天
監
・
太
瞥
院
等
の
諸
役
が
多
く
設
置
さ
れ
て
い

に
は
、
南
都
(
南
京
)
に
寄
圧
戸
が
多
い
の
は
、
南
京
に
は
三
十
六
街
、

る
か
ら
だ
と
あ
る
。
次
に
、
筆
者
が
奮
稿
で
扱
っ
た
、
漸
江
嘉
輿
府
の
嘉
輿
・
秀
水
・
嘉
善
三
鯨
聞
の
飯
田
問
題
に
お
い
て
、
一
瞬
の
範
園

を
超
え
た
土
地
所
有
(
及
び
納
税
閥
係

)
U飯
田
は
、
寄
圧
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
城
中
の
郷
紳
富
戸
に
よ
る
も
の
が
多
か
っ
た
と
指
摘
さ
守

385 
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れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
官
僚

・
郷
紳
に
よ
る
寄
圧
の
設
置
は
、

『
上
元
豚
志
』
の
「
版
籍
、
戸
口
」
に
「
回
賦
日
に
増
し
、
国
債
日
に
滅、
ず。

細
戸
支
え
ず
、
悉
く
城
中
に
間
ぎ
、
而
し
て
寄
荘
滋
多
し
」
と
言
い
、
「
寄
庄
議
」
に
は

「
寄
庄
戸
の
若
き
に
至
れ
ば
、
人
版
絡
に
非
ず
、
徒

に
田
産
を
以
っ
て
各
里
に
置
在
し
、
名
を
得
る
の
者
也
」
と
言
う
よ
う
に
、
城
中
の
官
戸

・
郷
紳

・
富
戸
が
土
地
買
買
を
遁
じ
て
土
地
を
集
積

し
て
寄
荘
の
所
有
者
と
な

っ
た
と
い
う
勃
の
み
し
か
指
摘
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
に
あ

っ
て
も
次
の
黙
は
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

第
一
は
、
土
地
買
買
を
め
ぐ
っ
て

「田
賦
日
に
増
し
、
国
債
日
に
減
じ
て
、

支
え
ず
、
悉
く
城
中
に
間
ぐ
」
と
い
う
「
細
戸
」
と
、
「
細
戸
」

@
 

賦

・
役
制
度
の
上
で
差
別
が
設
け
ら
れ
て
い
る
酷
で
あ
る
。

の
土
地
を
置
賀
し
て
寄
旺
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
階
層
(
郷
紳

・
宮
戸
〉

と
は
、

さ
ら
に

「田
賦
日
に
増
し、

国
債
日
に
減
じ
て
、
支
え
ず
'」
と
い
う
欣
況
自
身
が
、

郷
紳
の
優
兎
を
利
用
し
た
賦
・
役
の
脱
兎
の
雛
寄
せ
の
結

果
で
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
従

っ
て
、
形
式
的
に
は
契
約
関
係
的
な
土
地
買
買
を
起
こ
す
契
機
に
お
い
て
、
頁
者
と
買
者
と
の
聞
に

は
身
分
的
な
不
卒
等
閑
係
が
存
在
し
、
そ
の
故
に
、

一
見
等
憤
値
交
換
に
み
え
る
土
地
買
買
は、

質
は
不
等
債
値
交
換
と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
第
二
の
貼
は
、
首
時
、

郷
紳
に
よ
る
土
地
買
牧
が
、

お
よ
そ
契
約
的
寅
買
と
は
か
け
離
れ
た

形
式
的
に
も
不
法
な
も
の
が
多
か

っ
た

-64ー

と
レ
う
貼
で
あ
る
。
隆
慶
三

・
四
年
、
都
察
院
右
愈
都
御
史
、

{策
巡
撫
腔
天
等
府
と
し
て
蘇
州
に
駐
在
し
た
海
瑞
は
、
首
時
蘇
州
や
松
江
府
の

郷
紳
の
間
で
は

「
五
年
国
土
、
組
宗
之
制
、
謂
質
有
断
質
文
契
也」

(
取
得
し
て
五
年
経
っ
た
国
土
は
、
組
宗
之
制
で
は
、
貿
買
契
警
が
無
く
て
も
事
質

上
断
質
の
文
契
が
有
る
も
の
と
謂
っ
て
い
る
〉
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
と
指
摘
し
た
。
な
お
海
瑞
は
、

そ
の
よ
う
な
郷
紳
の
土
地
集
積
に
劉

し
、
地
方
官
も
生
員
層
も
郷
紳
内
良
識
汲
も
異
口
同
音
に

@
 

「
反
」
す
で
あ
ろ
う
と
警
告
し
て
い
る
と
い
う
。

以
上
の
海
瑞
の
指
摘
は
別
に
特
例
で
は
な
か

っ
た
。

「
人
心
同
憤
」

し
て
お
り
、

や
が
て
は
土
地
を
奪
わ
れ
虐
げ
ら
れ
た

⑪
 

た
と
え
ば
、
佐
伯
有
一
氏
が
取
り
上
げ

「
小
民
」
が

-
に
湖
州
烏
程
の
董
氏
の
嬰
に
お
い
て
も
、

董
氏
の
土
地
所
有
が

「蟹
」

(
つ
ま
り
「
民
」
の
質
力
行
使
)
に
よ

っ
て、

ま
た
官
の
審
査
底
分
に
よ

っ
て、

四
な
い
し
五
割
が
た
家
産
を
失
う
結
果
に
な

っ
た
と
傍
え
ら
れ
る
の
も
、
そ
の
土
地
取
得
の
不
法
さ
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
。と

こ
ろ
で
、

寄
荘
は
そ
の
土
地
所
有
闘
係
や
土
地
管
理
の
睦
制
な
ど
で
、

一
般
の
地
主
制
構
造
と
何
ら
か
の
遠
い
を
持

っ
た
の
で
あ
ろ
う



か
。
ま
ず
、
寄
庄
戸
の
利
害
を
代
掛
川
じ
た
も
の
と
し
て
有
名
な
、

ーか
の
挑
汝
循
「
寄
庄
議
L

を
み
よ
う
。

然
此
寄
庄
皆
富
室
、
乃
貧
民
之
所
依
、
可
有
而
不
可
無
者
也
。
:
;
:
蓋
貧
民
種
田
、
牛
力
糞
草
不
時
有
、
塘
池
不
能
溶
而
深
、
堤
繍
不
能

築
而
園
、
一
週
水
皐
、
則
付
之
天
而
己
失
。
今
富
室
於
此
等
、
則
力
能
強
震
。
故
非
大
水
早
、
未
有
不
牧
成
者
。
況
富
室
不
能
自
種
、
必

業
興
貧
民
。
賓
民
雄
棄
産
、
而
賀
典
富
室
共
其
利
。
牧
一
石
則
人
分
五
斗
、
牧
十
石
則
人
分
五
石
。
又
牛
力
種
子
出
於
富
室
、
而
銭
根
文

排
於
富
室
、
時
有
水
皐
、
則
富
室
又
偲
貸
而
酒
之
。
賓
民
惟
出
力
耕
転
、
坐
享
其
成
葉
。
故
日
寄
庄
富
室
、
乃
貧
民
之
所
依
、
可
有
而
不

可
無
也
。

こ
れ
は
、
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地
主
側
の
「
資
本
」
の
提
供
が
「
貧
民
」
・
佃
戸
の
再
生
産
に
い
か
に
必
要

rあ
る
か
を
強
調
し
つ
つ
、
地
主
・
佃
戸
関
係
の
理

想
型
を
示
し
た
も
の
以
外
の
何
物
で
も
な
く
、
そ
こ
に
は
、
寄
庄
が
一
般
の
地
主
制
と
匿
別
さ
れ
る
黙
は
何
ら
認
め
ら
れ
な
い
。
た
だ
し
、
衣

の
二
貼
は
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
第
一
は
、
寄
圧
(
戸
)
が
土
地
所
有
の
関
係
を
結
ぶ
相
手
は
、
「
貧
民
」
と
言
い
、
か
の
銭
土
升
の
地
主
制

擁
護
栴
の
よ
う
に
明
確
に
「
佃
戸
」
と
は
言
っ
て
い
な
い
。
こ
の
貼
か
ら
は
「
寄
庄
議
」
は
、
地
主
制
擁
護
論
と
は
言
っ
て
も
、
そ
の
鼎
解
相

手
は
佃
戸
と
は
限
定
さ
れ
ず
、
そ
れ
以
外
の
、
例
え
ば
寄
庄
を
抑
え
る
地
方
官
等
で
あ
っ
た
と
す
る
こ
と
も
可
能
な
の
で
あ
る
。
第
二
は
、
右

で
は
寄
庄
は
農
民
の
再
生
産
の
諸
僚
件
を
掌
握
し
、
し
か
る
上
に
、
佃
戸
と
の
聞
に
相
資
相
養
の
閲
係
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
が
、
果
し
て

@
 

明
末
嘗
時
の
寄
圧
が
そ
の
よ
う
な
賦
態
を
貫
現
し
え
た
か
と
な
れ
ば
、
更
に
考
慮
を
必
要
と
す
る
よ
う
で
あ
る
。
以
上
二
黙
が
残
る
問
題
で
あ

り
、
要
す
る
に
、
「
寄
圧
議
」
の
み
で
は
昔
時
の
寄
庄
の
土
地
所
有
構
造
の
特
質
は
分
ら
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
嘉
靖
年
聞
に
作
ら
れ

た
、
新
任
知
鯨
の
業
務
遂
行
要
綱
と
も
言
う
べ
き
『
新
官
軌
範
』
牧
民
備
用
《
根
料
第
六
》
に
は
、

一
。
徴
牧
寄
圧
田
根
、
須
先
省
議
該
都
里
長
、

、着
人
佃
戸
、
於
秋
牧
時
、
除
起
納
根
数
、
然
後
納
租
。
梢
有
強
索
、
卸
令
佃
戸
、
下
年
勿

興
耕
種
。
達
者
止
罰
佃
戸
、
不
許
移
閥
拘
取
。
，

と
あ
っ
て
、
寄
圧
戸
の
税
糧
を
徴
放
す
る
に
は
、
佃
戸
か
ら
直
接
に
徴
牧
す
べ
き
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
官
と
し
て
は
嘗
面
寄
庄

戸
の
税
糧
の
徴
牧
確
保
を
第
一
に
考
え
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
が
、
そ
の
税
糧
徴
牧
の
過
程
を
通
じ
て
寄
庄
戸
の
佃
租
徴
放
の
確
保
も
狙
っ
た

- 65-
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も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
罰
則
規
定
が
佃
戸
の
み
を
針
象
と
し
て
い
る
の
も
、
佃
戸
の
抗
租
「
づ
頑
を
藻
防
し
、
地
主
の
牧
租
を
賓
現
せ
ん
と
す
る

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
地
主
か
ら
徴
牧
す
る
べ
き
税
粧
を
佃
戸
か
ら
直
接
に
徴
牧
し
よ
う
と
い
う
の
は
、
嘗
時
で
も
そ
れ
以
後
で

し
か
し
寄
荘
戸
の
場
合
は
、
右
の
十
六
世
紀
中
葉
頃
の
事
例
以
後
、

十
七
世
紀
末
頃
で
も
、
例

@
 

え
ば
漸
江
の
順
妊
編
里
に
お
い
て
も
そ
の
方
式
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
。

も
そ
れ
ほ
ど
一
般
的
な
こ
と
で
は
な
か

っ
た。

一
般
的
な
地
主
制
の
場
合
も
、
園
家
は
「
賦
は
租
よ
り
出
づ
」
と
い
う

通
念
の
存
在
か
ら
し
て
何
ら
か
の
牧
租
の
保
琶
の
慮
置
を
講
じ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
具
鐙
化
の
場
合
、
寄
圧
は

一
般
の
地
主
よ
り
も

9
 

一
歩
先
ん
じ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
な
お
そ
の
場
合
、
そ
れ
を
可
能
に
し
た
の
は
や
は
り
寄
荘
所
有
者
に
は
郷
紳
が
多
か

っ
た
と
い
う
黙
に
求

め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
郷
紳
の
側
と
す
れ
ば
、
そ
の
牧
租
に
つ
い
て
園
家
の
保
護
を
要
請
す
る
た
め
に
は
、
十
段
法
や
均
田
均
役

法
に
よ
っ
て
出
さ
れ
た
特
権
の
制
限
を
、
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
で
は
容
認
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
三
節
で
述
べ
た
と
こ
ろ
を
要
約
し
よ
う
。

明
代
で
は
、

本
籍
地
以
外
の
州
豚
(
も
っ
と
細
い
規
定
で
は
本
籍
の
あ
る
都
以
外
の
別
都
)
に
土

- 66ー

結

そ
の
戸
は
寄
荘
戸
と
し
て
寄
荘
地
の
州
鯨
に
立
籍
し
納
糧
捨
役
(
雑
役
〉
の
義
務
を
も
っ
た
。

明
中
期
以
後
、
寄
旺
は
賦
役
脱
兎
の
一
手
段
と
な
り
、
特
に
郷
紳
の
優
克
が
披
大
す
る
に
つ
れ
て
、
寄
旺
に
は
郷
紳
官
戸
の
関
係
す
る
も
の
が

増
大
し
、
賦
役
制
度
改
革
の
一
割
象
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
場
合
、
十
段
法
・
均
田
均
役
法
で
は
寄
荘
戸

・
客
宮
に
劃
す
る
優
兎
の
限
制
・
慶

地
を
所
有
す
る
こ
と
を
寄
荘
と
呼
ぶ
。

し
か
じ

止
が
一
般
郷
内
郷
紳
に
射
す
る
そ
れ
よ
り
も

一
歩
進
ん
で
行
わ
れ
た
。
そ
れ
を
可
能
に
し
た
の
は
、
佃
戸
の
抗
租
等
に
よ

っ
て
牧
租
が
脅
か
さ

れ
、
寄
荘
戸
は
園
家
権
力
の
強
力
な
保
護
下
に
入
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

右
の
結
論
部
分
に
つ
い
て
は
、
な
お
検
討
を
必
要
と
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
が
、
一
躍
寄
荘
戸
に
つ
い
て
、
明
の
前
期
で
は
崎
零
戸
と
し
て

設
定
さ
れ
た
形
態
か
ら
、
後
期
で
は
郷
紳
的
土
地
所
有
の
一
形
態
と
な
る
ま
で
の
饗
化
は
追
え
た
と
思
う
。
そ
の
際
、
特
に
次
の
二
黙
が
重
要

で
あ
る
。
こ
れ
を
示
し
て
結
び
に
代
え
よ
う
と
思
う
。
そ
の
一
は
、
崎
零
戸
が
そ
れ
ぞ
れ
の
農
村
に
固
有
な
戸
散
を
も
っ
里
甲
編
成
に
と
っ
て



必
須
な
存
在
で
あ
っ
た
、
ど
同
様
に
寄
荘
戸
も
、
一
定
都
と
い
う
範
園
の
村
落
地
域
に
属
す
る
固
有
な
国
土
敷
を
、
そ
の
ま
ま
固
定

し
よ
う
と
す
る
原
額
主
義
に
と
っ
て
は
必
須
な
存
在
で
あ
っ
た
。
但
し
、
そ
の
場
合
、
園
家
の
把
握
の
封
象
が
国
土
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
戸

で
あ
っ
た
の
で
、
寄
荘
戸
と
い
う
戸
が
設
定
さ
れ
、

し
か
も
崎
零
戸
と
し
て
里
甲
制
村
落
秩
序
の
外
縁
部
に
位
置
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

以
上
が
第
一
期
。
次
に
、
明
末
の
十
段
法
・
均
田
均
役
法
で
は
郷
紳
の
優
菟
の
特
権
の
制
限

・
底
止
論
を
め
ぐ
っ
て
激
し
い
政
治
的
緊
張
関
係

を
生
む
。
そ
の
際
、
寄
荘
戸
・
客
宮
の
特
権
削
減
が
正
し
く
改
革
の
突
破
口
で
あ
っ
た
が
、
そ
こ
に
は
郷
紳
の
最
大
の
矛
盾
貼
が
あ
っ
た
。
そ

一
定
里
、

れ
は
郷
紳
の
土
地
集
積
が
不
正
な
も
の
で
あ

っ
た
と
い
う
以
上
に
、

れ
に
優
先
さ
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
黙
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
よ
う
な
理
念
面
が
強
調
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
ほ
ど
、
郷
紳
の

，

郷
紳
の
郷
紳
た
る
所
以
が
郷
(
地
域
枇
曾
〉

の
利
害
を
、

他
郷
他
邑
の
そ

在
地
支
配
は
名
目
的
な
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
寄
生
的
に
な
っ
て
い
た
と
も
言
え
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、

郷
紳
は
、
園
家
権
力
と
の
矛
盾
を

縮
少
し、

佃
戸
農
民
層
の
下
か
ら
の
抵
抗
に
耐
え
ら
れ
る
瞳
制
を
創
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
が
第
二
貼
目
で
あ
る
。
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註①
清
水
泰
次
「
明
代
の
寺
田
」
(
一九
二
四
)
ほ
か
(
『
明
代
土
地
制
度
史
研

究
』
所
枚
〉
、
北
村
敬
直
「
明
末
清
初
に
お
け
る
地
主
に
つ
い
て

」
〈『歴

史
皐
研
究
』

一
四
O
、
一
九
四
九
、
後
同
箸
『
清
代
位
禽
経
済
史
研
究
』

第
二
章
〉
、
酒
井
忠
夫
『
中
園
善
書
の
研
究
』
第
二
章
三
(
弘
文
堂
、
一

九
六

O
〉、

山
根
芋
夫

『
明
代
得
役
制
度
の
展
開
』
第
二
章
(
東
京
女
子

大
皐
謬
曾
、
一
九
六
六
)
、
栗
林
宣
夫
『
里
甲
制
の
研
究
』
(
文
理
書
院
、
一

九
七
一
〉
、

鶴
見
向
弘
「
明
代
に
お
け
る
郷
村
支
配
」
七
三
頁
・
小
山
正

明

「賦
役
制
度
の
愛
革
」
一二
一
四
|
五
頁
・
三
四
三
頁

・
重
田
徳

「郷
紳

支
配
の
成
立
と
構
造
」
三
七
四
l
八
頁
(
以
上
岩
波
講
座
『
世
界
歴
史
』

ロ
、
一
九
七
一
)
、
演
嶋
敦
俊
「
明
末
祈
江
の
嘉
湖
南
府
に
お
け
る
均
回

均
役
法
」
(
『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
五
二
、
一
九
七

O
〉
な
ど
。
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②
山
根
、
前
掲
書
二
四
頁
以
下
参
照
。

③
正
徳
『
曾
典
』
省
二
十
一
戸
部
、

戸
口
、
携
造
英
冊
の
記
事
を
(
〉

で
示
す
。
貫
録
の
「
丁
糧
多
者
」
か
、
曾
奥
の

「丁
多
者
」
か
は
、
従
来

貫
録
が
正
し
い
と
さ
れ
、
筆
者
も
従
う
。
た
だ
、
な
ぜ
曾
典
は

「丁
多

者
」
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

④

「
明
代
の
崎
零
戸
に
つ
い
て
」
(
『
東
洋
謬
報
』
四
七
|
三
、
一
九
六

四〉。
'

⑤

山
根
、
前
掲
書
三
四
|
五
頁
。

⑤
山
根
氏
は
「
全
種
官
田
人
戸
」
の
里
甲
編
成
の
規
定
法
も
翠
げ
る
。
本

稿
で
は
言
及
し
な
い
。

⑦
鶴
見
氏
は
洪
武
十
四
年
・
二
十
四
年
の
雨
規
定
の
性
格
の
遣
い
に
つ
い
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て
、
前
者
は
「
太
租
の
理
念
が
も
っ
と
も
端
的
に
表
現
さ
れ
た
も
の
」
で

あ
る
の
に
射
し
、
後
者
は
「
現
貨
の
里
甲
編
成
者
に
生
起
す
る
問
題
を
あ

る
程
度
念
頭
に
お
い
て
殺
布
せ
ら
れ
た
法
令
で
あ
っ
て
、
洪
武
十
四
年
令

に
比
す
れ
ば
よ
り
具
健
的
・
現
質
的
な
立
場
に
立
つ
も
の
」
で
あ
る
と
述

べ
た
。

③
こ
の
こ
と
を
鶴
見
氏
は
別
の
表
現
で
は
「
現
貨
の
村
落
の
共
同
鰻
的
再

生
産
諸
機
能
の
安
定
的
維
持
」
と
い
う
。

⑤
『
諸
司
職
掌
』
戸
部
、
賦
役
に
、

凡
各
局
有
司
十
年
一
造
黄
冊
、
分
諮
上
中
下
三
等
人
戸
。
仰
閲
寧
民
社

匠
等
籍
、
除
排
年
里
甲
依
・
次
雷
外
、
其
大
小
雑
疋
差
役
、
各
照
所
分
上

中
下
三
等
人
戸
貼
差
。

と
あ
り
、
排
年
里
甲
つ
ま
り
里
長
甲
首
の
役
が
里
甲
内
序
列
に
よ
っ
て
十

年
に
一
回
嘗
て
ら
れ
る
の
と
は
遭
っ
て
、
雑
泥
差
役
は
三
等
の
戸
則
で
格

さ
れ
た
全
て
の
人
戸
に
(
毎
年
?
)
あ
て
ら
れ
る
。

⑮
寄
荘
戸
は
寄
荘
地
の
田
糧
に
隠
っ
て
寄
荘
地
の
雑
役
を
笛
て
ら
れ
る
と

い
う
こ
と
か
ら
、
寄
娃
戸
の
回
糧
は
寄
荘
地
の
州
燃
に
納
入
さ
れ
る
も
の

と
考
え
て
よ
い
。

⑪
躍
了
の
み
が
迫
加
で
あ
る
。

⑫
『
天
下
郡
図
利
病
書
』
原
編
、
第
八
冊
江
寧
底
安
所
引
の
『
上
元
豚
士
山
』

も
同
文
。

⑬
寄
荘
戸
の
存
在
を
認
め
な
い
代
り
に
、
ど
の
よ
う
な
蕗
置
が
取
ら
れ
た

か
に
つ
い
て
は
、
別
稿
「
明
代
里
甲
編
成
の
一
側
面
」
〈
『
史
淵
』
一
一

二
)
参
照
。

⑬
明
代
各
地
方
志
の
戸
ロ
統
計
に
寄
一
荘
戸
分
が
鍛
え
ら
れ
て
い
た
か
否
か

は
一
概
に
は
分
ら
な
い
が
、
筆
者
の
調
査
し
た
範
囲
で
は
次
の
三
事
例
に

戸
口
の
項
目
に
寄
荘
戸
を
記
し
、
そ
の
戸
口
数
を
血
告
げ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
南
直
線
徽
州
府
の
寓
岡
崎
『
績
渓
勝
士
山
』
巻
三
、
食
貨
志
、
芦
口
の
弘
治

五
年
の
統
計
、
同
鳳
陽
府
組
州
の
高
暦
『
帝
里
好
胎
豚
士
山
』
容
四
、
戸

口
、
冊
籍
の
高
暦
十
九
年
の
統
計
、
福
建
泉
州
府
の
嘉
靖
『
永
春
闘
脚
士
山
』

省
三
、
版
籍
士
山
上
、
戸
口
の
嘉
晴
元
年
の
統
計
、
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
鶴

見
氏
に
よ
れ
ば
、
北
直
毅
の
高
暦
『
保
定
府
士
山
』
念
十
九
、
戸
役
志
で
は

府
の
統
計
に
崎
零
戸
と
み
え
る
数
字
は
各
燃
別
の
統
計
項
目
で
は
寄
荘
戸

と
あ
る
も
の
の
数
字
の
合
計
に
合
致
す
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
寄
荘
戸
を
崎

零
戸
と
し
て
府
に
報
告
し
て
い
る
と
い
う
(
前
註
④
の
鶴
見
論
文
、
註

③
〉
。
い
ず
れ
に
し
て
も
事
例
と
し
て
多
く
は
な
く
、
傾
向
を
窺
う
に
足

り
な
い
が
、
揚
子
江
デ
ル
タ
地
帯
に
全
く
事
例
が
み
ら
れ
な
い
こ
と
、
弘

治
以
降
、
嘉
端
l
高
暦
頃
の
統
計
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
注
目
さ
れ
る
程
度

で
あ
る
。

⑬
『
明
質
録
』
洪
武
二
十
年
二
月
戊
子
参
照
。
魚
鱗
闘
冊
が
嘗
時
ど
の
程

度
の
地
域
で
作
ら
れ
た
か
に
つ
い
て
は
、
江
蘇
、
新
江
地
方
の
み
に
限
定

さ
れ
ず
、
仁
升
田
陸
氏
(
「
清
代
民
地
の
土
地
裏
帳
「
魚
鱗
闘
冊
」
と
そ
の

沿
革
」
(
『
中
園
法
制
史
研
究
』
土
地
法
・
取
引
法
、
原
戟
『
東
方
自
尚
子
報
』

東
京
第
六
冊
)
は
、
山
東
諸
城
勝
、
安
徽
娘
師
脚
(
貨
物
が
護
見
さ
れ
て

い
る
。
『
文
物
参
放
資
料
』
一
九
五
八
年
四
期
、
七
四
頁
)
、
湖
南
盆
陽

豚
な
ど
の
事
例
を
示
し
、
藤
井
宏
氏
(
『
明
史
食
貨
史
評
註
』
田
制
、
注

〈
三
七
)
四
八
|
五

O
頁
)
は
、
江
西
撫
州
府
の
事
例
を
翠
げ
る
。
な
お

明
末
ま
で
含
め
れ
ば
、
上
述
の
江
蘇
・
掘
削
江
・
安
徽
・
山
東
・
湖
南
・
江

西
の
ほ
か
河
南
・
福
建
・
賢
東
・
慶
西
・
貴
州
な
ど
，
民
範
囲
に
及
ぶ
と
い

う
(
藤
井
氏
の
指
摘
に
よ
る
〉
。
こ
れ
ら
の
地
域
で
寄
荘
戸
が
ど
の
よ
う

に
確
認
さ
れ
る
か
は
筆
者
の
向
後
の
課
題
で
あ
る
。
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⑮
『
明
貫
録
』
洪
武
二
十
三
年
八
月
丙
寅
及
び
正
徳
『
曾
典
』
轡
二
十

一
、
戸
部
、
戸
口
、
捜
造
黄
冊
ハ
比
較
検
討
は
山
根
前
掲
書
二
五
i
六・

頁
〉
に
、

如
丁
口
有
増
減
者
、
創
骨
同
校
除
、
田
地
有
買
費
者
、
即
令
遁
割
、
務
在

不
厳
原
額
。

⑫
明
律
、
戸
律
、
戸
役
、
《
人
戸
以
籍
潟
定
》
。
な
お
前
註
⑮
の
引
文
の
下

文
に
は
、

其
排
年
星
甲
、
品
山
依
原
定
次
第
慮
役
。
:
:
:
其
上
中
下
三
等
人
戸
、
亦

依
原
定
編
類
。
不
許
更
改
、
因
而
分
丁
祈
以
遜
差
緒
。

と
あ
る
。

⑬
小
山
正
明
氏
が
明
代
に
お
け
る
析
戸
の
意
義
に
つ
い
て
言
う
所
と
似
て

い
る
(
「
明
代
の
十
段
法
に
つ
い
て
合
己
」
千
葉
大
事
文
理
事
部

『文
化

科
皐
紀
要
[
』
一

0
・
一
九
六
八
)
。
と
こ
ろ
で
、
制
度
は
明
白
に
「
寄
荘

戸
」
の
設
置
を
規
定
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
小
山
氏
が
「
寄
荘

戸
」
に
燭
れ
な
い
で
「
子
戸
」
を
立
て
る
必
要
を
強
調
す
る
の
は
問
題
で

あ
る
。
な
お
、
筆
者
は
種
目
稿
「
初
江
嘉
輿
府
の
飯
田
問
題
」
(
『史
事
雑

誌
』
八一一

l
四
、
一
九
七
三
)
で
小
山
氏
の
所
設
に
疑
問
を
呈
し
た
が
、

本
稿
は
そ
の
鮎
を
更
に
展
開
し
た
も
の
で
あ
る
。

ー

⑮
以
上
に
つ
い
て
は
前
註
拙
稿
参
照
。

@
糧
長
は
匿
を
車
位
と
し
て
設
置
さ
れ
た
。
こ
の
匿
は
一
一
極
を
数
都
に
し

た
場
合
と
数
都
を
一
匿
に
し
た
場
合
と
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
匿

と
都
と
は
密
接
に
関
連
す
る
。
む
し
ろ
都
の
内
容
を
考
慮
し
、
そ
れ
に
よ

っ
て
直
l
糧
長
を
設
置
し
た
と
思
わ
れ
る
。
以
上
、
小
山
正
明
「
明
代
の

糧
長
に
つ
い
て
」
(『東
洋
史
研
究
』
第
二
七
容
第
四
続
、
一
九
六
九
)
参

照。

②
「
明
末
長
江
吋
デ
ル
タ
地
幣
に
於
け
る
地
主
経
管
」
(『歴
史
事
研
究
』
一

四
八
、
一
九
五

O
)

@
「
明
末
清
初
の
大
土
地
所
有
」
〈
『
史
事
雑
誌
』
六
六
l
一
二
、
六
七
|

一
、
一
九
五
七
・
八
〉

③
鶴
見
氏
〈
前
註
④
論
文
註
(
@
〉
)
は
、
監
郡
と
は
、
府
の
遁
剣
の
こ
と

か
と
い
う
。

⑧
清
水
泰
次
氏
が
掌
げ
る
寄
庄
の
不
正
の
事
例
に
は
、
寺
鋭
、
官
吏
、
軍

丁
な
ど
の
関
係
し
た
も
の
が
み
え
る
(
前
註
①
所
掲
書
〉
。

②
拙
稿
「
張
居
正
丈
量
策
の
展
開
付
」
(『史
事
雑
誌
』
八

0
1三
、
一
九

七
一
〉
参
照
。

③
山
根
、
前
掲
書
、
一
二
一
一

l
三
頁
参
照
。

@
前
註
⑬
の
小
山
論
文
。

③
「
寄
蛭
田
畝
は
、
同
府
・
別
府
に
拘
ら
ず
」
と
言
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は

注
青
芋
ノ
べ
き
で
あ
る
。
一
は
既
に
明
ら
か
に
し
た
が
、
寄
荘
戸
は
「
外
郡
」

と
は
限
ら
な
い
之
と
、
こ
は
、
同
府
・
別
府
の
匡
別
が
取
扱
わ
れ
方
で
の

相
遣
を
示
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
を
軸
思
想
さ
せ
る
こ
と
の
た
め
に
。

@
前
註
①
の
潰
嶋
論
文
参
照
。

@
前
註
⑬
の
拙
稿
参
照
。

@
こ
の
よ
う
な
雨
前
脚
あ
る
い
は
二
蘇
と
い
う
数
え
方
は
、
崇
頑
『
嘉
輿
懸

士山
』
容
九
土
田
《
官
同
暦
二
十
八
年
、
海
卒
崇
桐
四
前
脚
命
田
勘
掲
帖
》
(
前
註

⑬
の
拙
稿
九
頁
〉
等
参
照
。

②
前
註
①
の
潰
嶋
論
文
参
照
。

③
知
数
・
家
人
に
つ
い
て
は
、
前
註
①
の
演
嶋
論
文
、
前
註
③
の
小
山
論

文
等
を
参
照
さ
れ
た
い
。

@
な
お
こ
の
こ
と
は
、
均
回
均
役
法
で
は
不
十
分
で
、
そ
の
改
革
の
徹
底
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の
た
め
に
は
順
荘
編
霊
法
が
必
要
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
詳
し
く
は

別
稿
を
抽
出
定
し
て
い
る
。

③

さ

し
嘗
り
各
鯨
レ
ベ
ル
の
郷
紳
の

エ
ゴ
イ
ズ
ム
は
考
え
ら
れ
る
。
例
え

ば
、
王
文
線

『
苦
悩
』

二

《
上
侯
大
府
警
》(『
百
陵
翠
山
』
所
牧
)
に
、

何
今
之
受
容
而
只
闘
目
前
乎
。
且
本
郷
郷
官
気
本
郷
之
賢
才
、
菟
之

可
也
。
郷
豚
郷
官
、
別
府
郷
官
、
皆
受
寄
範
而
取
利
、
何
名
也
。

と
い
う
。
な
お
、
か
の
嘉
輿
府
の
三
勝
間
の
桜
田
問
題
も
、
か
か
る
豚
単

位
の
エ
コ
イ
ズ
ム
の
現
れ
で
も
あ
る
。
但
し
、
筆
者
が
沓
稿
で
、
一
豚
エ

ゴ
イ
ズ
ム
の
存
在
か
ら
直
に
郷
紳
に
よ
る
一
一
勝
世
論
の
形
成
を
導
い
た
の

は
早
計
で
あ
っ
て
、
な
お
埋
め
る
べ
き
空
白
は
大
き
い
。

③
前
註
①
の
北
村
論
文
(
同
著
書
三
五
頁
以
下
)
。

@
北
村
氏
の

「
城
居
地
主
」
は
、
軍
に
「
郷
居
地
主
」
と
居
住
地
の
閥
係

で
の
み
劉
比
さ
れ
る
存
在
な
の
で
は
な
く
、
地
主
制
の
構
造
|
収
奪
過
程

に
お
い
て
封
比
さ
る
べ
き
存
在
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
北
村
氏
の
場
合

は
、
「
域
居
地
主
」
と
は
貨
は
商
人
地
主
を
意
味
し
て
い
る
と
筆
者
に
は

思
わ
れ
る
。
な
お
北
村
氏
は
、
寄
庄
戸
に
つ
い
て
も
商
人
が
多
か
っ
た
と

み
る
。
蓋
し
、
「
寄
庄
議
」
に
は
、

往
昔
回
線
未
均
、
一
係
編
未
行
之
時
、
有
力
差

一
事
、
役
ミ
破
人
之
家
、

人
皆
以
回
潟
大
累
。
故
富
室
不
肯
買
田
、
以
致
団
地
荒
蕪
、
人
民
逃

銀
、
銭
線
抱
欲
、
幾
成
倣
鯨
失
。

抑
制
巡
撫
海
公
均
回
線
、
行
一
係
編

法
、
従
此
役
無
偏
泉
、
人
始
知
有
種
田
之
利
、
而
城
中
富
室
始
肯
買

回、

郷
間
貧
民
始
不
肯
経
棄
其
田
失
、
至
今
回
不
荒
蕪
、
人
不
逃
鼠
、

銭
綬
不
抱
欠
、
回
債
日
食
、
亦
宮
室
町
貝
国
之
故
也
。

と
あ
り
、
一
俊
鞭
法
の
改
革
に
よ
っ
て
「
役
に
偏
累
無
く
な
っ
た
か
ら
」

田
を
買
う
を
肯
ん
ぜ
た
と
い
う
富
室
は
、
何
も
そ
れ
以
前
か
ら
役
の
上
で

特
植
を
持
つ
よ
う
な
階
層
と
は
言
っ
て
お
ら
ず
、
商
人
と
も
見
え
る
。
し

か
し
そ
も
そ
も
海
瑞
の
一
係
鞭
法
そ
の
も
の
が
優
克
の
特
植
を
完
全
に
限

制

・
駿
止
し
た
か
は
疑
わ
し
く
、
「
役
の
偏
累
」
も
ど
の
よ
う
な
内
容
か

は
っ
き
り
し
な
い
。
ま
た
「
寄
庄
議
」
は
全
僅
と
し
て
郷
紳

・
官
戸
の
優

菟
問
題
に
鰯
れ
て
お
ら
ず
、
む
し
そ
の
鮎
を
隠
そ
う
と
し
た
と
も
思
わ
れ

る
。

と
な
れ
ば
「
城
中
の
富
室
」
は
や
は
り
特
槌
を
持
つ
「
郷
紳

・
官

戸
」
麿
で
あ
る
可
能
性
が
強
い
。
無
論
商
人
を
も
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、

そ
の
検
討
は
今
後
に
残
ャ
」
す
。

⑧
前
註
⑬
の
拙
稿
参
照
。

③
以
上
に
つ
い
て
は
既
に
北
村
氏
に
言
及
が
あ
る
。

「
事
質
ま
た
老
農
麿

に
射
し
て
は
官
僚
に
よ
る
政
治
的
牧
奪
と
い
う
契
機
が
よ
り
鋭
く
作
用
し

た
の
に
反
し
て
、

郷
居
地
主
層
に
劃
し
て
は
、
彼
ら
が
士
大
夫
層
と
し
て

の
優
免
を
も
つ
こ
と
が
多
か
っ
た
た
め
に
、
商
品
経
済
と
の
接
鰯
と
い
う

経
済
的
契
機
が
よ
り
強
く
作
用
し
た
よ
う
で
あ
る
」
(
同
著
書
三
七
頁
)
。

こ
こ
で
は
、
老
曲
旋
回
胞
と
郷
居
地
主
同
胞
で
は
優
売
に
よ
っ
て
「
器
産
」
の
契

機
に
違
い
が
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
北
村
氏
は
、
買
回
に
つ
い
て
は
、
官

僚
日
閣
の
そ
れ
は
視
野
の
外
に
お
い
て
い
る
。

@
『
海
瑞
集
』

上
編
、
二
一
二
六
1

四
一
頁
、
感
天
巡
撫
時
期
、
《
被
論
白

陳
不
職
疏
》
(
中
華
書
局
、
一
九
六
二
年
刊
〉

@
「
明
末
の
董
氏
の
鑓
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
第
一
六
省
第

一
鋭
、
一
九
五

七
)
。
氏
は
、
董
氏
の
土
地
所
有
を
、
投
充
や
債
権
を
通
じ
て
ふ
く
れ
上

っ
た
官
紳
的
土
地
所
有
と
み
て
い
る
。

@
嘉
由
民
『
嘉
善
豚
士
山
』
容
十
九
、
奏
疏
《
定
人
心
消
乱
萌
疏
》
。
な
お
前

註
⑬
の
拙
稿
参
照
。

@
拙
稿
「
明
末
清
初
、
江
南
の
好
長
に
つ
い
て
」
(
『
東
洋
皐
報
』
五
五

l
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四
〉
参
照
。

@

前

註

①
?の
小
山
論
文
、
及
び
前
註
⑮
・
③
の
拙
稿
参
照
。

@
牧
租
の
保
謹
・
手
緩
き
に
お
け
る
郷
紳
地
主
と
一
般
の
地
主
〈
重
田
氏

は
勲
の
地
主
と
呼
ぶ
)
ど
の
隔
差
の
指
摘
は
、
十
九
世
紀
の
、
例
の
陶
惣

『
租
駁
』
に
も
見
え
る
。
な
お
、
鈴
木
智
夫
可
清
末
減
租
論
の
展
開
」
(
『
近

393 

代
中
国
農
杵
枇
曾
史
研
究
』
大
安
↓
汲
古
書
院
一
九
六
七
年
〉
参
照
。

主長時
る清記
。時〕

f言書

iほ
罪

農.四
村..4-

蓄さ
の士

援を
喜重
要望

ーの崩
報金

号福
一研
都究
tこ D
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Zhang Ｐｕ張溥and SocialConditions at the End

of the Ming 明Period

Iｃｈｉｓａｄａ　Ｍりａｚａki

　　　

The Fu-she 復此organized by Zhang Pu was ａ nationwide club of

literary figures which gradually took on　the character of ａ political

movement and has been described as an‘offshoot of the Dong-lin party
z
東林M. Late Ming China ･was already an “information society”;the

Fu-she established　branch　chapters at the county 蘇level, and the

heads of the chapters collected and disseminated political　information.

In this connection not only local authorities but also high ｏ伍cials of

the central government formed links with the　Fu-she and attempted

’tｏmake use of it. As the faction of the Grand Secretary Wen Ti-ren

温膿仁hated the Fu-she and attempted to carry out ａ pure･ｅagainst it,

the latter responded to this threat　by supporting the　former　Grand

Secretary Zhou Ｙａｌ!-ru周延儒and succeeded in restoring him to

power. But ･Zhang Pu　died immediately afterwards　and　before　long

the Ming was ｅχtinguished｡

　　　

Zhang Pu advocated “the revival of ancient learning”古學復興，

and was one of the inspirers of　Qing criticalscholarship 考鐙學, but

he himself was no　creative scholar and has left behind only ａlarge

number of compilations and collections.

The Yi-zhuang Households 寄荘戸in the Ming Period

Mａｍｏｒｕ Ｋａｗａｋａtｓｕ

　　

During the Ming landholding outside the prefecture or county

-where one ｗ叔ｓregistered (or, atａ finer level 0f distinctionａ bie-du
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別都or ･!α･dg他都apart from the 冶,都yｗh町ｅいthe origina! regis.tr-……

ation was) was called ｙi-ｚｈｕａｎｇ寄荘, and the households involved……

appeared on the census reｇｉｓｔｅｉｓａｓ ｙi-ｚｈｕａｎｇ　ｈｕ寄荘戸; apart from.

paying the tax grain :on their lands, they were assessed lf叫丿labor

services (vαθ･が篠役，ｚα-が･･雑役). An important point is that as

が一1緬ｇ ｋtｉ崎零戸the　ｙi･ｚｈｕａｎｇhu were ｎｏt………j･c4)ぬsiderやdas regular

constituents of the li-jia里甲system, and were relegatedトto　the･

periphery of the system. After the middle　period　of　t恥……Ming。

ｙi-ｚｈｕ･＜ｍｇ　＼＞ｅcamea device for evading taxes and service‘ ･obligations。

and wi曲晦ｅ ｅχpansion of ｅχemptions for the local gentry, there came

to be many gent叩and　9伍cial……househo!4ｓ among theｶﾞｰｚｈｕａｎｓ 　ｈｕ･。

　

。
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・
The taxation and corvee reforms in late Ming Jiang･ｕｎ江南, the

幼j-tｕａｎｆａ十段法and the jun-μ四丿un-yi fa均田均役法, were basioally

　　　　　　　　

I

　　　　　　　　　

I

　　　

●

　　　　

・

　　

・

　　

｡・

　　　　　

，・

　　　

j.･･
respoBses to the development ofﾄgentry landownership and attempts to

　　　　　　　　　　　　　　

ふ

　　　

・
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・

deal witk the ｅχemptions and special priv海底9ｓ of:these local gentry.

and the curtailment of exemptions　£ｏ（が一ｚｆｅｕ＆ｎｇ ４琴ﾉｗaS the cutting

edge of the reform attempts. What made this possible was chiefly ―ぺ

though the regional cbaiavijusm of th9ﾚ細cal geatry was also i阿即rtantっ

- tkeトi叫e]3!si£.cation o£ヶtU^ tenants' (ｄｉｅｍ-ｈｕ佃戸) rent-resistanceｹﾕ

struggle during this period. which caused the geatry。 their / authoriyへ

as landlords being menaced from below, to £!voiiC!being driven｡姐t０ １

　　　　　　　　　　　

/
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¶

　　　　　　　　

●
qollision ■with the power of the state。

On the Operation of Jun･tian ｊｇａ･が均田均役

AtＳ覗仏ｓＭ ＫｏＭｉａｓｈiｍａ

レ

　

The

　

jun-ｈａｎ　丿mn-yi fa　均田均役法　went　into effect in　theづご

prefectures of Jia-xing 嘉興and Fu'-zhcm羅州I' in the late Ming peΓk)d

as ａ reform of the li-jia ｚＫｅｎｇ-が犀甲正役system. The imposition
of………

zlken'g-yv -was hssmi om: acreage, avsdl tike.piEivilege 。,faχsempBian.
Jfrom.

labor servをｅ･(ｙ刳恥■miａ’:れ優^) aiectDnded)tcヽshe gigmtry
WSDS tedamei).. Qm
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